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4．厚生労働省における摂食障害対策 

～摂食障害治療支援センター設置運営事業～ 

   

 

１．事業概要 

摂食障害は、患者に対する治療や支援方法の確立や生命の危険を伴う身体合併症の治療や栄

養管理等を行うなど、適切な治療と支援により患者が地域で支障なく安心して暮らすことがで

きる体制の整備を推進することが求められている。 

これらを踏まえ、平成 26 年度より「摂食障害治療支援センター設置運営事業」を実施して

いる。 

具体的には、全国４カ所の医療機関を「摂食障害治療支援センター（以下、「治療支援セン

ター」という。）」に指定し、摂食障害に関する知識・技術の普及啓発、他医療機関への研修・

技術的支援、患者・家族への技術的支援、関係機関との地域連携支援体制の構築のための調整

等を行うとともに、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターを全国１カ所の「摂食

障害全国基幹センター」に指定し、診療拠点機関による全国連絡協議会の開催や各支援センタ

ーで得られた知見を集積し、支援センターへの技術的支援等を実施して、摂食障害患者の治療

実績や患者・家族のＱＯＬの向上、地域での多職種・他科連携や普及啓発等多くの実績を挙げ

てきている。 

 

 ２．第７次医療計画上の摂食障害の位置づけ 

第７次医療計画において、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」（平成 29 年

３月 31日付け医政地発 0331第３号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）の別紙「疾病・

事業及び在宅医療に係る医療提供体制に係る指針」中「精神疾患の医療体制構築に係る指針」

に基づき、地域の実情を踏まえて、摂食障害に対応できる医療機関を明確にすることが求めら

れていることを踏まえ、これまで実施されてきた「摂食障害治療支援センター設置運営事業」

での多職種・他科連携や研修、摂食障害に関する知識・技術の普及啓発に係る取組み等を参考

とし、全都道府県で摂食障害の医療連携体制が構築されるよう、本事業の活用による体制の整

備について、全国障害者保健福祉関係主管課長会議や担当所管部署等にお願いしているところ

である。 

 

３．事業の成果 

本事業は平成 26 年度の開始以降、４カ所の治療支援センター（東北大学病院、国立国際医

療研究センター国府台病院、浜松医科大学附属病院、九州大学病院）を中心に摂食障害の患者・

家族への治療機会の提供や相談支援、設置自治体内の他の医療機関への治療研修などの積極的

な取組みの結果、未受診が多いと言われている摂食障害について、発症早期の患者の受診が増

加したことに加え、設置自治体内の他の医療機関とも連携が進んだほか、事業に行政が関わっ

ていることにより医療機関以外の他機関（保健所、学校、養護学校等）との連携や協力も進む

など医療提供以外にも一定の効果が出てきている状況である。 

また、摂食障害全国基幹センター（以下「全国基幹センター」という。）（国立研究開発法人

国立精神・神経医療研究センター）では、ＨＰを用いて摂食障害に関する情報発信や普及啓発

を行っており、当該サイトには年間約 150万件もアクセスがあり、若年層に多い摂食障害の患

者本人や家族、支援者等に対する適切な情報提供に貢献している。 
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   さらに、本事業で開催している全国摂食障害対策連絡協議会に、摂食障害者及びその家族の

支援や治療者の育成支援、啓発・予防活動などを行っている一般社団法人日本摂食障害協会に

参加いただいており、今後、本事業との連携について期待される。 

  

４．摂食障害治療支援センターに係る事業実施に関するアンケート 
  今後の摂食障害治療支援センターの整備予定等を把握するため、令和元年 11月から 12月に

かけて全都道府県を対象にアンケート調査を実施した。集計の結果、事業を実施している４県

以外については、令和３年度設置予定と回答した群馬県を除く、42自治体が「設置予定がない」

と回答しており、設置予定がない理由（複数回答可）は、「財源を確保できない」と回答した

自治体が最も多く（17 県）、「引き受けてくれる医療機関がない」（８県）、「対応のノウハウが

ない」（６県）と続いた。医療計画等に基づき、各自治体において対応可能な医療機関を単数

または複数掲げるものの、体制の把握に止まり、自治体におけるニーズ把握が不十分であるこ

とが伺えた。一方で、事業内容が地域の実情に合わないという意見や、設置済みの県からも、

全国的な体制構築が進まないことや更なる財政支援に対する意見があった。 

  アンケートでは摂食障害に関する医療提供体制の現状についても質問しており、今後、自治

体ごとに検証も必要である。 

 

【集計結果（数字は回答自治体数。内容は回答時点。）】 

 

１．現在、摂食障害治療支援センターを設置する予定があるか。 

① すでに指定している  ４ 

（宮城県、千葉県、静岡県、福岡県） 

② 指定予定がある    １ 

（【令和３年度】群馬県） 

③ 指定予定がない    42 

 

２．指定に至った契機（指定済みの自治体：複数回答可） 

Ⅰ．患者会・家族会からの要望     １ 

Ⅱ．摂食障害治療に熱心な医療機関からの要望   ３ 

Ⅲ．都道府県の対策推進・強化のため       ２ 

Ⅳ．都道府県議会議員からの強い要望       ０ 

Ⅴ．厚生労働省からの事業の実施依頼       ２ 

 

３．指定予定がない理由（未指定の自治体：複数回答可） 

Ⅰ．財源を確保できない            １７ 

（北海道、青森県、山形県、新潟県、山梨県、三重県、奈良県、和歌山県、 

山口県、香川県、愛媛県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、 

沖縄県） 

Ⅱ．国の実施要綱上の指定要件が厳しい     ３ 

（山梨県、三重県、佐賀県） 

Ⅲ．引き受けてくれる医療機関がない      ８ 

（栃木県、福井県、山梨県、和歌山県、広島県、徳島県、大分県、宮崎県） 

Ⅳ．摂食障害について対応のノウハウがない   ６ 

（神奈川県、山梨県、奈良県、長崎県、熊本県、沖縄県） 

Ⅴ．別の補助金を投入し、十分対応できている  ０ 

Ⅵ．地域医療計画等の補助金以外の仕組みで十分対応できている  ４ 

（福島県、埼玉県、新潟県、石川県） 

Ⅶ．精神保健福祉センター等で受診勧奨から普及啓発まで十分対応できている ０ 

Ⅷ．その他 

    ・指定の必要性については引き続き検討していく（茨城県、富山県、岐阜県） 

    ・摂食障害対策事業に取組む契機がなく、ニーズも不透明（愛知県、島根県） 

    ・支援センター設置のメリットを医療機関に提案できない（滋賀県、大阪府） 

    ・指定に向けた医療機関との調整ができていない（長野県、高知県） 

    ・事業を推進するためのマンパワーがない（愛媛県） 

 

５．課題 

摂食障害治療支援センター設置運営事業が平成 26年度から開始され、６年経っている

ものの、治療支援センターは、現在のところ 47都道府県のうち４自治体での設置に止ま

っている。摂食障害全国基幹センターが開設しているホームページへのアクセス数も非常

に多いことからも、摂食障害に関する医療・支援ニーズの高さがうかがわれるが、それと

比較して、専門医療機関・専門医の少なさは引き続き課題となっている。 

実際には、この４箇所の治療支援センターに全国の患者本人や家族からの相談が集中し

ており、摂食障害に関する新規相談件数のうちの約３分の１は治療支援センターを設置し

ている自治体外からの相談となっている。 

各自治体において治療支援センター設置が進まない主な理由については、昨年度、全都

道府県を対象に実施したアンケート（「４．摂食障害治療支援センターに係る事業実施に

関するアンケート」）結果のとおりであるが、そもそも摂食障害に対して効果的な治療方

法の普及がなかなか進まず、医療機関において摂食障害の患者の治療に苦慮していること

も課題となっていると考えられる。既に外来の予約が数ヶ月待ちという状況にある４箇所

の治療支援センターのみで摂食障害の治療、回復支援を担うのは困難であり、摂食障害の

診療に協力できる医療機関の確保も急務となっている。 

摂食障害は長期間の治療を要する疾患のため、居住地に近い医療機関で相談・治療が受

けられるよう治療支援ネットワークの充実が求められている。 

 

  ６．今後の方策 

 

（１）普及啓発の実施について 

  昨年度開催された第 23回日本摂食障害学会学術集会において、摂食障害の患者数につ

いて、平成 29年の精神保健福祉資料のデータを使用して、約 22万人とご紹介したところ

であるが、摂食障害の現状について医療者や患者・家族以外にも広く一般国民に理解して

頂き、未受診者を減らすためにも普及啓発活動は重要である。 

  令和２年度においては新型コロナウイルス感染症の感染拡大により緊急事態宣言が出

されるなど、全国基幹センター及び各治療支援センターが実施する普及啓発イベント等に

少なからず影響があったと思われるものの、オンライン開催に変更するなど工夫して実施

した結果、普段は参加できない遠方の方の参加や、匿名での参加が可能となったことで、

一定の普及啓発の効果は得られたのではないかと考えている。 

また、当事者・家族支援の観点からは、令和２年度より AMED障害者対策総合研究開発

事業（精神障害分野）として「摂食障害を抱える家族のピアサポート研修プログラムの開

発」が始まっており、摂食障害家族のピアサポーター養成のための研修プログラムを開発

し、その効果を検証することとなっており、今後の当事者・家族支援への貢献が期待され
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   さらに、本事業で開催している全国摂食障害対策連絡協議会に、摂食障害者及びその家族の
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Ⅳ．摂食障害について対応のノウハウがない   ６ 
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Ⅵ．地域医療計画等の補助金以外の仕組みで十分対応できている  ４ 

（福島県、埼玉県、新潟県、石川県） 
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    ・摂食障害対策事業に取組む契機がなく、ニーズも不透明（愛知県、島根県） 

    ・支援センター設置のメリットを医療機関に提案できない（滋賀県、大阪府） 

    ・指定に向けた医療機関との調整ができていない（長野県、高知県） 

    ・事業を推進するためのマンパワーがない（愛媛県） 
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に多いことからも、摂食障害に関する医療・支援ニーズの高さがうかがわれるが、それと

比較して、専門医療機関・専門医の少なさは引き続き課題となっている。 

実際には、この４箇所の治療支援センターに全国の患者本人や家族からの相談が集中し

ており、摂食障害に関する新規相談件数のうちの約３分の１は治療支援センターを設置し

ている自治体外からの相談となっている。 
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も課題となっていると考えられる。既に外来の予約が数ヶ月待ちという状況にある４箇所

の治療支援センターのみで摂食障害の治療、回復支援を担うのは困難であり、摂食障害の

診療に協力できる医療機関の確保も急務となっている。 

摂食障害は長期間の治療を要する疾患のため、居住地に近い医療機関で相談・治療が受

けられるよう治療支援ネットワークの充実が求められている。 

 

  ６．今後の方策 

 

（１）普及啓発の実施について 

  昨年度開催された第 23回日本摂食障害学会学術集会において、摂食障害の患者数につ

いて、平成 29年の精神保健福祉資料のデータを使用して、約 22万人とご紹介したところ

であるが、摂食障害の現状について医療者や患者・家族以外にも広く一般国民に理解して

頂き、未受診者を減らすためにも普及啓発活動は重要である。 

  令和２年度においては新型コロナウイルス感染症の感染拡大により緊急事態宣言が出

されるなど、全国基幹センター及び各治療支援センターが実施する普及啓発イベント等に

少なからず影響があったと思われるものの、オンライン開催に変更するなど工夫して実施

した結果、普段は参加できない遠方の方の参加や、匿名での参加が可能となったことで、

一定の普及啓発の効果は得られたのではないかと考えている。 

また、当事者・家族支援の観点からは、令和２年度より AMED障害者対策総合研究開発

事業（精神障害分野）として「摂食障害を抱える家族のピアサポート研修プログラムの開

発」が始まっており、摂食障害家族のピアサポーター養成のための研修プログラムを開発

し、その効果を検証することとなっており、今後の当事者・家族支援への貢献が期待され
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ている。 

今後も引き続き、地方自治体、日本摂食障害学会、日本摂食障害協会などの関係機関の

協力もいただきながらさらなる普及啓発活動の展開が望まれる。 

 

（２）治療研修の実施について 

支援センターでの連携医療機関の確保や患者受入増に効果があったという実績も報告

されている医療者（特に多職種対象）向けの治療方法の研修については、支援センターに

は圏外から患者が受診してくる現状もあるため、圏外の医療機関への研修実施も必要とな

っていると思われる。 

支援センターの拡充について、引き続き地方自治体への働きかけは行っていくが、昨年

度実施した全都道府県アンケート結果のとおり、地方自治体の予算措置のハードルは高く、

整備予定もかなり少ない。アンケートにおいて支援センターの整備が進まない理由として、

「財源を確保できない」のほかには、「引き受けてくれる医療機関がない」、「摂食障害に

ついて対応のノウハウがない」という回答も多い。今年１月に全国基幹センターが実施し

た摂食障害治療研修（１日コース）においても、実際に受講定員を上回る応募があったた

め、定員を増やして研修が実施されており、医療の現場において摂食障害にどのように対

応して良いのか苦慮しているという現状もうかがえるため、まずは効果的な治療方法の全

国普及が必要な状況にあると思われる。 

     そのため、医療者向けの治療方法についての研修について、支援センターを設置してい

る自治体内の医療機関のみならず、支援センター未設置自治体内の医療機関へも行ってい

くことが、全国の医療機関における摂食障害治療の対応能力を向上させ、その結果として

の支援センターの整備に繋がる重要なポイントになると思われる。 

     支援センター未設置自治体内の医療機関への研修については、所在県の財源で運営され

ている支援センターによる実施は難しい面もあるため、全国基幹センターが中心となり、

各支援センターの協力を得ながら地道に実施していくことも必要になる。 

     令和２年度において、障害者総合福祉推進事業を活用し、「摂食障害治療及び支援の実

態把握及び好事例の把握に関する検討」を行い、摂食障害治療支援センターの利用による

治療および連携支援の好事例を収集しており、今後の医療従事者向けの治療研修の実施に

あたって活用していく予定である。 

 

７．令和３年度からの具体的な取組 

厚生労働省としては、全国への支援センターの整備の予算確保と合わせて、効果的な治

療方法の普及のための研修事業の実施経費等についても令和３年度予算案において確保

したところであり、以下のとおり、令和３年度以降、様々な課題の改善に向けて自治体や

関係団体との協力・連携体制の構築を進めていく予定である。 

 

（１）摂食障害全国基幹センターの機能の拡充 

支援拠点未設置の地域において、医療従事者向けの『摂食障害治療研修』を積極的に実

施し、摂食障害の治療を行っている医療機関を支援することで、支援拠点も含む全国の医

療機関をサポートする役割を強化する。これに伴い、全国基幹センターの名称を、「摂食

障害全国支援センター」に改称する。 

 

 

（２）摂食障害治療支援センターの選定要件の緩和 
昨年度実施した自治体アンケートでは、摂食障害治療支援センターの国の実施要綱上の

指定要件が厳しいとの指摘も受けたところであり、摂食障害の治療に欠かせない要素は残

しつつ、以下のとおり、「精神科又は心療内科外来を有する救急医療体制が整備された総

合病院」という現行の選定要件の緩和を行う。 
    ①．精神科、心療内科のほかに、小児科を加える。 

     ②．「救急医療体制が整備された」から「救急医療体制と連携がとれている」に変更 

     ③．「総合病院」ではない医療機関も対象に 

 

（３）治療方法の開発・普及 
     令和２年度障害者総合福祉推進事業では治療の実態把握を行ったが、摂食障害の治療効

果についてのエビデンスを収集し、効果的な治療を普及させるため、「摂食障害に対する

標準的な治療方法（心理的アプローチと身体的アプローチ）とその研修方法の開発及び普

及に資する研究」（厚生労働科学研究）を令和３年度から実施し、成人に対する心理療法

及び認知行動療法とその研修方法の開発・効果検証、小児への早期介入方法の検討、身体

治療マニュアルの効果検証及び普及方法の検討を行う。 
 

（４）普及啓発の実施 

     令和３年度も新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応が必要となると思われる

が、引き続き、全国支援センター、支援拠点病院、関係団体においてはオンライン実施な

ど開催方法の工夫により継続して普及啓発の実施をお願いしたい。 

     また、厚生労働省としては、令和３年度から新規事業として、メンタルヘルス・ファー

ストエイド（ＭＨＦＡ）の考え方を用いた「心のサポーター（略称；ここサポ）養成事業」

を開始することとしており、この事業の中でも摂食障害について地域住民への普及啓発と

なるよう取り組んでいきたい。 
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ている。 
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（２）治療研修の実施について 

支援センターでの連携医療機関の確保や患者受入増に効果があったという実績も報告

されている医療者（特に多職種対象）向けの治療方法の研修については、支援センターに

は圏外から患者が受診してくる現状もあるため、圏外の医療機関への研修実施も必要とな

っていると思われる。 

支援センターの拡充について、引き続き地方自治体への働きかけは行っていくが、昨年

度実施した全都道府県アンケート結果のとおり、地方自治体の予算措置のハードルは高く、

整備予定もかなり少ない。アンケートにおいて支援センターの整備が進まない理由として、

「財源を確保できない」のほかには、「引き受けてくれる医療機関がない」、「摂食障害に

ついて対応のノウハウがない」という回答も多い。今年１月に全国基幹センターが実施し

た摂食障害治療研修（１日コース）においても、実際に受講定員を上回る応募があったた

め、定員を増やして研修が実施されており、医療の現場において摂食障害にどのように対

応して良いのか苦慮しているという現状もうかがえるため、まずは効果的な治療方法の全

国普及が必要な状況にあると思われる。 

     そのため、医療者向けの治療方法についての研修について、支援センターを設置してい

る自治体内の医療機関のみならず、支援センター未設置自治体内の医療機関へも行ってい

くことが、全国の医療機関における摂食障害治療の対応能力を向上させ、その結果として

の支援センターの整備に繋がる重要なポイントになると思われる。 

     支援センター未設置自治体内の医療機関への研修については、所在県の財源で運営され

ている支援センターによる実施は難しい面もあるため、全国基幹センターが中心となり、

各支援センターの協力を得ながら地道に実施していくことも必要になる。 

     令和２年度において、障害者総合福祉推進事業を活用し、「摂食障害治療及び支援の実

態把握及び好事例の把握に関する検討」を行い、摂食障害治療支援センターの利用による

治療および連携支援の好事例を収集しており、今後の医療従事者向けの治療研修の実施に

あたって活用していく予定である。 

 

７．令和３年度からの具体的な取組 

厚生労働省としては、全国への支援センターの整備の予算確保と合わせて、効果的な治

療方法の普及のための研修事業の実施経費等についても令和３年度予算案において確保

したところであり、以下のとおり、令和３年度以降、様々な課題の改善に向けて自治体や

関係団体との協力・連携体制の構築を進めていく予定である。 

 

（１）摂食障害全国基幹センターの機能の拡充 

支援拠点未設置の地域において、医療従事者向けの『摂食障害治療研修』を積極的に実

施し、摂食障害の治療を行っている医療機関を支援することで、支援拠点も含む全国の医

療機関をサポートする役割を強化する。これに伴い、全国基幹センターの名称を、「摂食

障害全国支援センター」に改称する。 

 

 

（２）摂食障害治療支援センターの選定要件の緩和 
昨年度実施した自治体アンケートでは、摂食障害治療支援センターの国の実施要綱上の

指定要件が厳しいとの指摘も受けたところであり、摂食障害の治療に欠かせない要素は残

しつつ、以下のとおり、「精神科又は心療内科外来を有する救急医療体制が整備された総

合病院」という現行の選定要件の緩和を行う。 
    ①．精神科、心療内科のほかに、小児科を加える。 

     ②．「救急医療体制が整備された」から「救急医療体制と連携がとれている」に変更 

     ③．「総合病院」ではない医療機関も対象に 

 

（３）治療方法の開発・普及 
     令和２年度障害者総合福祉推進事業では治療の実態把握を行ったが、摂食障害の治療効

果についてのエビデンスを収集し、効果的な治療を普及させるため、「摂食障害に対する

標準的な治療方法（心理的アプローチと身体的アプローチ）とその研修方法の開発及び普

及に資する研究」（厚生労働科学研究）を令和３年度から実施し、成人に対する心理療法

及び認知行動療法とその研修方法の開発・効果検証、小児への早期介入方法の検討、身体

治療マニュアルの効果検証及び普及方法の検討を行う。 
 

（４）普及啓発の実施 

     令和３年度も新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応が必要となると思われる

が、引き続き、全国支援センター、支援拠点病院、関係団体においてはオンライン実施な

ど開催方法の工夫により継続して普及啓発の実施をお願いしたい。 

     また、厚生労働省としては、令和３年度から新規事業として、メンタルヘルス・ファー

ストエイド（ＭＨＦＡ）の考え方を用いた「心のサポーター（略称；ここサポ）養成事業」

を開始することとしており、この事業の中でも摂食障害について地域住民への普及啓発と

なるよう取り組んでいきたい。 
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厚生労働省における摂食障害対策
～摂食障害治療支援センター設置運営事業～

社会・援護局 障害保健福祉部

精神・障害保健課

厚生労働省
Ministry of Health, Labourand Welfare

第２回摂食障害対策連絡協議会 令和３年２月21日（日）

摂 食 障 害

○精神症状として多いのは、肥満への恐怖・体重や体型へのこだわり、自己誘発性嘔吐、
下剤・利尿剤などの乱用、むちゃ食いの反復など

○身体症状として、脱水、お腹の張り、低血圧などがあり、病状によっては、生命の危険
があるときもある

症 状

○摂食障害患者数： 約220,000人（平成29年精神保健福祉資料）
○神経性やせ症： 12,674人

（低体重でも食事量の制限や嘔吐等、痩せるための行動をとる）
神経性過食症： 4,612人
（適正又は過体重であるが、頻繁に過食し、嘔吐等の痩せるための行動をとる）
過食性障害 ： 1,145人
（過食するが、痩せるための行動をとらない）

（平成28年度 厚生労働科学研究費補助金 障害者政策総合研究事業
「摂食障害の診療体制整備に関する研究」）

○女子中学生の100人に1～2人、 男子中学生の1000人に2～5人
（平成21年度 障害者総合対策研究事業 「児童・思春期摂食障害に関する基盤的研究」）

患者数（推定）

○規則正しい食事摂取、食事摂取に対する不安や葛藤の傾聴、カウンセリング、精神療法、
薬物療法等の組み合わせ

○身体症状もあるため、心療内科、内科との連携が必要である
○症状の悪化があった場合には入院治療となる

治 療

○疫学
・患者数の実態把握が困難
・患者の低年齢化、及び高齢化が問題視
されている

・回復率が50～60％である一方、50％が
回復するのに4～5年かかり、死亡率も
10％と高いという報告もある

○治療
・精神症状のほか、身体症状も認める
ため、他科横断的な治療が必要となる

・治療方法としてガイドラインは策定されてい
るが、エビデンスとしては不十分の面もある
といわれている
・上記状況のため、専門医の数が不足して
いる

課 題

摂食障害治療ガイドラインより

○保健所や学校、摂食障害治療支援センター相談事例の調査で約半数の患者が治療を
受けていない。

○保健所・保健センターの相談事例のうち治療中断は29.8％、未受信は19.2％であった。
○神経性やせ症が疑われる生徒のうち1/3～1/2が医療機関を受診していない。

治療を受けていない患者が多い

１
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各摂食障害治療支援センターで得られた知見を集積し、共通した有効な
摂食障害支援プログラム、地域支援モデルガイドラインの開発等を行う
と共に、都道府県・各センターへの技術的支援を行う。

平成３０年度からの第７次医療計画により、各都道府県において、多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向けて、
「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」を踏まえて、多様な精神疾患等ごとに医療機能を明確化する
こととされており、摂食障害全国基幹センターとして国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターを、摂食障害治療支援センター
を各都道府県で指定し、摂食障害の治療支援体制の構築に向けて、知見の集積、還元、診療のネットワーク作り等を引き続き進めていく
必要がある。

現状

事業概要

①摂食障害への早期発見・早期支援の実現
②適切な治療と支援により患者が地域で支障なく安心して暮らすことができる体制の整備の推進

期待される成果

摂食障害患者が、早期に適切な支援を受けられるよう、摂食障害治療における支援体制の在り方を提示し、摂
食障害拠点医療機関間のネットワーク強化により全国で均一な摂食障害診療を行える体制を整備。

教育機関 市町村

医療機関

地域連携支援体制

都道府県（精神保健福祉センター、保健所）
摂食障害治療支援センター

国・全国基幹センター

住民

第７次医療計画に基づいて、「都道府県拠点機能」「地域連携拠点機
能」「地域精神科医療提供機能」を有する医療機関を指定し、都道府県
との協働によって、摂食障害に関する知識・技術の普及啓発、他医療機
関への研修・技術的支援、患者・家族への技術的支援、関係機関との地
域連携支援体制の構築のための調整を行う。

【都道府県・摂食障害治療支援センター】

【地域】

【国・全国拠点（摂食障害全国基幹センター）】

摂食障害の特性や支援方法に関する知識・技術が浸透するように取り組
むとともに、摂食障害を発症した患者に関わる機会の多くなると見込ま
れる機関をはじめとした関係者と医療機関との連携を深化し、患者・家
族への相談支援や啓発のための体制を充実すること等により、早期発
見・早期支援につながる地域の実現を目指す。

バックアップ

患者・家族会

バックアップ

令和２度予算： 12,228千円 → 令和３年度予算案： 19,452千円

摂食障害治療支援センター設置運営事業

２

国立精神・神経医療研究センター
【全国】

摂食障害全国基幹センター（全国１カ所）、摂食障害治療支援センター（全国４カ所）

摂食障害全国基幹センター及び摂食障害治療支援センター（令和２年４月現在）

東北大学病院

浜松医科大学付属病院

九州大学病院 国立国際医療研究センター国府台病院

３
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（目的）
○ 摂食障害は１０代～４０代の女性に多い疾患といわれているが、専門の医療機関・専門医が全国
的に少ないことが課題の一つ。

○ 本事業は、摂食障害の専門医療機関のカ所数増、まずは３次医療圏（都道府県）の設置を目指
し、摂食障害治療支援センターを設置する自治体に対して国庫補助（1/2）する。

摂食障害治療支援センター設置運営事業の目的等

（事業実績）
○ 令和元年度現在、摂食障害治療支援センターは４医療機関。その他全国拠点機関が１カ所。

＊全国拠点機関（1カ所）：国立精神・神経医療研究センター
＊摂食障害治療支援センター（4カ所）：宮城（東北大学病院）、千葉（国立国際医療研究センター国府台病院）、

静岡（浜松医科大学医学部附属病院）、福岡（九州大学病院）

○ 主な事業内容は、以下のとおり
① 摂食障害患者・家族の治療及び相談支援、② 摂食障害治療医療連携協議会の設置・

運営、③摂食障害支援コーディネーターの配置、④ 医療従事者（医師、看護師等）等
向け研修、⑤市民向けの普及啓発（公開講座、講演、リーフレットの作成等）

（第７次医療計画との関係）
○ 第７次医療計画（平成29年7月～）において、「多様な精神疾患等に対応できる医療連携対策の
構築に向けた医療機能の明確化」として、向こう５年以内に第３次医療圏に摂食障害の専門医療
機関を配置することが定められている。

○ 同計画中に、「摂食障害治療支援センターを参考に」とあることから、今後、未整備自治体は
同事業をモデルに整備、本事業実施自治体は同機関を指定、することで整備が図られることを
想定している。

４

摂食障害治療支援センター設置運営事業の実績（令和元年度）

都道
府県

治療支援
センター

令和
元年度
事業費
（千円）

摂食障害治療
支援コーディ
ネーター

研修・
講演等

研修・講演等の内容 普及啓発の取組み

宮城県 東北大学病院 5,780 1名 6回

・県内医療機関を対象に摂食障害の基礎知識と治療・
看護

・摂食障害治療支援コーディネーターを対象に摂食障
害治療の基本
などの研修を実施

啓発ポスター、家族教室の実
施、市民公開講座、ホーム
ページ作成

千葉県
国立国際医療
研究センター
国府台病院

4,869 3名 9回

・医療従事者、教員、養護教諭を対象とした研修会
・治療法等に関する講演会
・事例検討会

県民公開講座（小児の摂食障
害）

静岡県
浜松医科大学
附属病院

3,769 2名 7回

・養護教諭、保健体育教員、運動部顧問を対象とした

研修会

・職場のメンタルヘルス担当者を対象とした研修会

市民公開講座、ピアサポー
ター養成

福岡県 九州大学病院 3,737 7名 2回

・県内の精神科医療機関に対し、治療助言や治療法
の普及のための出張講習
・事例検討会

パンフレット、ホームページ、
SNSを活用した情報発信、公
開講座、メディア対応

○摂食障害治療支援センターにおいて取り組むべき業務

・摂食障害対策推進協議会の設置・運営 ・摂食障害患者及びその家族への専門的な相談、治療及び回復支援
・管内の医療機関等への助言・指導 ・関係機関（精神保健福祉センター、保健所、市町村、福祉事務所、公共職業安定所等）との連携・調整
・医療従事者、関係機関職員、摂食障害患者及びその家族等に対する研修の実施
・摂食障害患者及びその家族、地域住民等への普及啓発 等

５
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摂食障害全国基幹センターＨＰ

６

～令和２年度まで

患者数；約22万人
（平成29年度精神保健福祉資料）

摂食障害全国基幹センター
（国立精神・神経医療研究センター）

摂食障害治療支援センター（4か所）

摂食障害の治療を行っている
医療機関

連携・ネットワーク

患者数；約22万人
（平成29年度精神保健福祉資料）

摂食障害全国支援センター
（国立精神・神経医療研究センター）

摂食障害支援拠点病院（6か所）

摂食障害の治療を行っている
医療機関

連携・ネットワーク

令和２年度障害者総合福祉推進事業

摂食障害治療支援センター設置運営事業の令和３年度実施に向けての変更点等

令和３年度以降～

・支援拠点未設置エリアにおいて、医療従事者向けの
『摂食障害治療研修』を実施し、摂食障害の治療を行っ
ている医療機関を支援

⇒支援拠点も含む全国の医療機関をサポートする役割
へ変更（センター名称を変更）

『摂食障害治療研修』を実施

①．精神科、心療内科のほかに、小児科を加える
②．「救急医療体制が整備された」から「救急医療体

制と連携がとれている」に変更
③．「総合病院」ではない医療機関も対象に

（２）.摂食障害治療支援センターの選定要件の緩和

（１）.摂食障害全国基幹センターの機能の拡充

（現行）

精神科又は心療内科外来を有する救急医療体制が
整備された総合病院

支援実態把握

７
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摂食障害に関する学校と医療のより良い連携のための対応指針（小学校版・中学校版・高等学校版・大学等）
（平成26年度～平成28年度において厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業〔精神障害分野〕）「摂食障害の診療体制整備に関
する研究」）

摂食障害治療支援センターにおいて相談支援を担当するコーディネーターが、摂食障害の患者、家族、関係
者等から相談を受ける際の手引き
（平成30年度摂食障害治療支援センター設置運営事業）

学校と医療のより良い連携のための対応指針

摂食障害治療支援コーディネーターのための相談支援の手引き

摂食障害の治療ネットワークの指針と簡易治療プログラムの開発

本研究開発の目標・ねらい
１．精神保健福祉センター、自治体の摂食障害相談実態・認識・課題を調査する。
２．精神科、身体科および相互の連携指針とマテリアルを作成する。
３．摂食障害の非専門家が実施可能な簡易治療プログラムを開発する。
４．千葉県で自治体と医療機関の地域連携モデルを構築する。

期待される効果
１．自治体の課題が明確化され、窓口の設置や地域連携が促進される。
２．関係機関・施設、診療科間の連携がスムーズになる。
３．早期発見治療、合併症・併存症への対応が促進され、治療中断する患者が減少する。
４．医療者や患者の負担が軽減される。

（平成29年度～31年度AMED長寿・障害総合研究事業者対策総合研究開発事業（精神障害分野））

課題に向けた取組１（摂食障害全国基幹センター）

養護教諭などの教育関係者を対象にした研修によるゲートキーパーの養成。早期発見、早期治療へ。

コーディネーター研修の実施、摂食障害治療支援センター未設置自治体への設立支援

８

９

（令和２年度障害者総合福祉推進事業）

摂食障害治療及び支援の実態把握及び好事例の把握に関する検討

課題に向けた取組２（摂食障害全国基幹センター）

摂食障害治療および支援を行っている関係機関に対して、実態調査を行い、摂食障害の治療及び支援の課題
を整理し好事例の提示を行う。

・摂食障害の標準的な治療を普及させるための具体的な検討、並びに、摂食障害治療支援センターの利用による治療および
連携支援の好事例を提示し、令和３年度から実施予定の、医療従事者向けの治療研修の実施に活用

摂食障害を抱える家族のピアサポート研修プログラムの開発

（令和２年度～４年度AMED障害者対策総合研究開発事業（精神障害分野））

摂食障害家族のピアサポーター養成のための研修プログラムを開発し、その効果を検証する。

地域住民への普及啓発の推進のため、メンタルヘルス・ファーストエイド（ＭＨＦＡ）の考え方を用いた心の
サポーター養成・普及啓発の取り組みを構築する。

成人に対する心理療法及び認知行動療法とその研修方法の開発・効果検証、小児への早期介入方法の検討、
身体治療マニュアルの効果検証及び普及方法の検討を行う。

課題に向けた取組３

（令和３年度～５年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業）

摂食障害に対する標準的な治療方法（心理的アプローチと身体的アプローチ）とその研修方法
の開発及び普及に資する研究

心のサポーター（略称；ここサポ）養成事業

（令和３年度～予算事業（委託費））

事業の概要、実施要綱（都道府県分、全国拠点機関分）
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事業の概要、実施要綱（都道府県分、全国拠点機関分）
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改正後全文 
 

障発０３３１第５５号 
平成２６年３月３１日 

第１次改正 平成２６年６月１日 
障発０６０１第２号 

第２次改正 平成３０年３月２９日 
障発０３２９第２５号 

 

摂食障害治療支援センター設置運営事業の実施について

神経性無食欲症や神経性大食症などの摂食障害対策の推進については、かね

てから格段の御配慮を賜っているところであるが、各地域における一層の摂食

障害対策の推進を図るため、今般、別紙のとおり「摂食障害治療支援センター

設置運営事業実施要綱」を定め、平成２６年４月１日から適用することとした

ので、その適正かつ円滑な実施を図られたく通知する。

別紙

摂食障害治療支援センター設置運営事業実施要綱

一．事業の目的

神経性無食欲症や神経性大食症などの摂食障害（以下「摂食障害」という。）

については、これまで、公的機関における相談・指導や知識の普及、摂食障

害に起因する身体合併症を含めた医療の提供、障害者総合支援法に基づいた

各種サービスの提供等による支援を行ってきたところであるが、摂食障害の

治療においては、患者へのカウンセリングや、患者の家族が摂食障害につい

て理解することが必要不可欠である。また、患者へのカウンセリング、患者

の家族への支援、栄養療法・栄養管理などを一体的に行う医療機関が必ずし

も多くないのが現状である。

さらに、摂食障害はその疾病の特性上、身体合併症状があり、生命の危険

を伴うことがあるため、総合的な救急医療体制が必要となる。

このような現状を踏まえ、摂食障害の治療及び回復支援を目的として、都

道府県において、摂食障害の治療を行っている精神科又は心療内科外来を有

する救急医療体制が整備された総合病院のうち、１箇所を「摂食障害治療支

援センター」（以下「支援センター」という。）として指定し、急性期におけ

る摂食障害患者への適切な対応、専門的な相談支援、他の医療機関、自治体

等や患者の家族との連携・調整を図るほか、治療や相談支援等に携わる関係

機関の医師等に対し、摂食障害についての助言・指導や地域における摂食障

害に関する普及啓発等を実施し、摂食障害についての知見を集積するととも

に、国が国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターを全国拠点機関

として「摂食障害全国基幹センター」（以下「基幹センター」という。）に指

定し、集積した知見の評価・検討を行うことで、地域における摂食障害の治

療支援体制を整備することを目的とする。

また、第７次医療計画において、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体

制について」（平成 年３月 日付け医政地発 第３号厚生労働省医政

局地域医療計画課長通知）の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供

体制に係る指針」中「精神疾患の医療体制構築に係る指針」に基づき、地域

の実情を踏まえて、摂食障害に対応できる医療機関を明確にすることが求め

られていることから、本事業を活用し第７次医療計画に位置づけられたい。
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改正後全文 
 

障発０３３１第５５号 
平成２６年３月３１日 

第１次改正 平成２６年６月１日 
障発０６０１第２号 

第２次改正 平成３０年３月２９日 
障発０３２９第２５号 

 

摂食障害治療支援センター設置運営事業の実施について

神経性無食欲症や神経性大食症などの摂食障害対策の推進については、かね

てから格段の御配慮を賜っているところであるが、各地域における一層の摂食

障害対策の推進を図るため、今般、別紙のとおり「摂食障害治療支援センター

設置運営事業実施要綱」を定め、平成２６年４月１日から適用することとした

ので、その適正かつ円滑な実施を図られたく通知する。

別紙

摂食障害治療支援センター設置運営事業実施要綱

一．事業の目的

神経性無食欲症や神経性大食症などの摂食障害（以下「摂食障害」という。）

については、これまで、公的機関における相談・指導や知識の普及、摂食障

害に起因する身体合併症を含めた医療の提供、障害者総合支援法に基づいた

各種サービスの提供等による支援を行ってきたところであるが、摂食障害の

治療においては、患者へのカウンセリングや、患者の家族が摂食障害につい

て理解することが必要不可欠である。また、患者へのカウンセリング、患者

の家族への支援、栄養療法・栄養管理などを一体的に行う医療機関が必ずし

も多くないのが現状である。

さらに、摂食障害はその疾病の特性上、身体合併症状があり、生命の危険

を伴うことがあるため、総合的な救急医療体制が必要となる。

このような現状を踏まえ、摂食障害の治療及び回復支援を目的として、都

道府県において、摂食障害の治療を行っている精神科又は心療内科外来を有

する救急医療体制が整備された総合病院のうち、１箇所を「摂食障害治療支

援センター」（以下「支援センター」という。）として指定し、急性期におけ

る摂食障害患者への適切な対応、専門的な相談支援、他の医療機関、自治体

等や患者の家族との連携・調整を図るほか、治療や相談支援等に携わる関係

機関の医師等に対し、摂食障害についての助言・指導や地域における摂食障

害に関する普及啓発等を実施し、摂食障害についての知見を集積するととも

に、国が国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターを全国拠点機関

として「摂食障害全国基幹センター」（以下「基幹センター」という。）に指

定し、集積した知見の評価・検討を行うことで、地域における摂食障害の治

療支援体制を整備することを目的とする。

また、第７次医療計画において、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体

制について」（平成 年３月 日付け医政地発 第３号厚生労働省医政

局地域医療計画課長通知）の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供

体制に係る指針」中「精神疾患の医療体制構築に係る指針」に基づき、地域

の実情を踏まえて、摂食障害に対応できる医療機関を明確にすることが求め

られていることから、本事業を活用し第７次医療計画に位置づけられたい。
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（都道府県分）

１．実施主体

本事業の実施主体は、都道府県とする。ただし、実施主体は事業の一部

を外部に委託することができる。

２．事業の内容等

（１）支援センターの選定

都道府県は、管内の精神科又は心療内科外来を有する救急医療体制が

整備された総合病院のうち、１箇所を支援センターとして指定する。

（２）支援センターの役割

支援センターは、摂食障害に係る以下に掲げる事項について適切に行

う。また、都道府県は、適宜、支援センターの指導・監督を行う。

① 摂食障害対策推進協議会の設置

支援センターは、事業の実施に際して、有識者等で構成する摂食障

害対策推進協議会（以下「地域協議会」という。）を設置する。

ⅰ）地域協議会の構成

地域協議会は、以下の構成で行う。なお、地域協議会の事務局は

都道府県及び支援センターとする。

ア 摂食障害治療を専門的に行っている医師 ３名程度

イ 都道府県 ２名程度

ウ 精神保健福祉センター、保健所（１箇所）２名（各１名）程度

エ 摂食障害患者及びその家族 ２名程度

※ 摂食障害対策に資するものとして、必要に応じ、上記以外の者

を加えても差し支えない。

ⅱ）地域協議会の役割

地域協議会は、支援センターにおける事業計画の策定、事業の効

果の検証、問題点の抽出等を行うとともに、必要に応じ、支援セン

ターに対し提言等を行う。

ⅲ）指標の設定

地域協議会は、摂食障害対策の効果が検証可能なものとなるよう、

事前に効果の指標を設定し、その指標に基づいて対策の効果を評価

するものとする。なお、指標の設定に当たっては、少なくとも以下

の事項を含めること。

ア 支援センターにおける相談件数（相談者の属性・相談内容・相

談方法別（訪問・電話・メール等））

イ 患者数（性・年齢別、疾病の属性別、外来・入院別）

ウ 治療期間（治療終了、治療中、治療中断別）

エ 受診後の患者への対応方法

オ その他必要な事項

② 支援センターの業務

支援センターは、地域協議会において策定された事業計画や提言等

を踏まえ、主に以下に掲げる業務について実施する。

ⅰ）摂食障害患者及びその家族への専門的な相談、治療及び回復支援

ⅱ）管内の医療機関等への助言・指導

ⅲ）関係機関（精神保健福祉センター、保健所、市町村、福祉事務所、

公共職業安定所等）との連携・調整

ⅳ）医療従事者、関係機関職員、摂食障害患者及びその家族等に対す

る研修の実施

ⅴ）摂食障害患者及びその家族、地域住民等への普及啓発

ⅵ）地域協議会の運営

ⅶ）地域協議会で定めた指標に必要な数値等の集計・整理

ⅷ）その他摂食障害対策に必要な事項

③ 摂食障害治療支援コーディネーターの配置

支援センターは、上記②に掲げる業務を適切に行うため、摂食障害

治療支援コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）を配

置する。なお、コーディネーターは、以下の要件を備えている者であ

ること。

・ 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。

・ 摂食障害患者及びその家族に対し、相談援助を適切に実施する能

力を有すること。

④ 基幹センターとの連携

支援センターは、基幹センターと密接に連携を図り、情報を共有す

るとともに、基幹センターの求めに応じ、協力に努めること。

３．国の助成

都道府県等がこの実施要綱に基づき実施する経費については、厚生労働

大臣が別に定める「精神保健費等国庫負担（補助）金交付要綱」に基づき、
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（都道府県分）

１．実施主体

本事業の実施主体は、都道府県とする。ただし、実施主体は事業の一部

を外部に委託することができる。

２．事業の内容等

（１）支援センターの選定

都道府県は、管内の精神科又は心療内科外来を有する救急医療体制が

整備された総合病院のうち、１箇所を支援センターとして指定する。

（２）支援センターの役割

支援センターは、摂食障害に係る以下に掲げる事項について適切に行

う。また、都道府県は、適宜、支援センターの指導・監督を行う。

① 摂食障害対策推進協議会の設置

支援センターは、事業の実施に際して、有識者等で構成する摂食障

害対策推進協議会（以下「地域協議会」という。）を設置する。

ⅰ）地域協議会の構成

地域協議会は、以下の構成で行う。なお、地域協議会の事務局は

都道府県及び支援センターとする。

ア 摂食障害治療を専門的に行っている医師 ３名程度

イ 都道府県 ２名程度

ウ 精神保健福祉センター、保健所（１箇所）２名（各１名）程度

エ 摂食障害患者及びその家族 ２名程度

※ 摂食障害対策に資するものとして、必要に応じ、上記以外の者

を加えても差し支えない。

ⅱ）地域協議会の役割

地域協議会は、支援センターにおける事業計画の策定、事業の効

果の検証、問題点の抽出等を行うとともに、必要に応じ、支援セン

ターに対し提言等を行う。

ⅲ）指標の設定

地域協議会は、摂食障害対策の効果が検証可能なものとなるよう、

事前に効果の指標を設定し、その指標に基づいて対策の効果を評価

するものとする。なお、指標の設定に当たっては、少なくとも以下

の事項を含めること。

ア 支援センターにおける相談件数（相談者の属性・相談内容・相

談方法別（訪問・電話・メール等））

イ 患者数（性・年齢別、疾病の属性別、外来・入院別）

ウ 治療期間（治療終了、治療中、治療中断別）

エ 受診後の患者への対応方法

オ その他必要な事項

② 支援センターの業務

支援センターは、地域協議会において策定された事業計画や提言等

を踏まえ、主に以下に掲げる業務について実施する。

ⅰ）摂食障害患者及びその家族への専門的な相談、治療及び回復支援

ⅱ）管内の医療機関等への助言・指導

ⅲ）関係機関（精神保健福祉センター、保健所、市町村、福祉事務所、

公共職業安定所等）との連携・調整

ⅳ）医療従事者、関係機関職員、摂食障害患者及びその家族等に対す

る研修の実施

ⅴ）摂食障害患者及びその家族、地域住民等への普及啓発

ⅵ）地域協議会の運営

ⅶ）地域協議会で定めた指標に必要な数値等の集計・整理

ⅷ）その他摂食障害対策に必要な事項

③ 摂食障害治療支援コーディネーターの配置

支援センターは、上記②に掲げる業務を適切に行うため、摂食障害

治療支援コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）を配

置する。なお、コーディネーターは、以下の要件を備えている者であ

ること。

・ 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。

・ 摂食障害患者及びその家族に対し、相談援助を適切に実施する能

力を有すること。

④ 基幹センターとの連携

支援センターは、基幹センターと密接に連携を図り、情報を共有す

るとともに、基幹センターの求めに応じ、協力に努めること。

３．国の助成

都道府県等がこの実施要綱に基づき実施する経費については、厚生労働

大臣が別に定める「精神保健費等国庫負担（補助）金交付要綱」に基づき、
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毎年度予算の範囲内で、国庫補助を行うことができるものとする。

（全国拠点機関分）

１．実施主体

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターとする。

２．事業の内容等

基幹センターは、摂食障害治療支援に関する統括機関として、支援セン

ターの総括及び摂食障害対策に係る以下に掲げる事項について適切に行う。

（１）全国摂食障害対策連絡協議会の設置

基幹センターは、事業の実施に際して、有識者等で構成する全国摂食

障害対策連絡協議会（以下「全国協議会」という。）を設置する。

① 全国協議会の構成

全国協議会は、以下の構成で行う。なお、事務局は基幹センターで

行う。

ⅰ）摂食障害治療を専門的に行っている医師 ５名程度

ⅱ）支援センター職員 名（各２名）程度

ⅲ）厚生労働省職員 ３名程度

※ 摂食障害対策に資するものとして、必要に応じ、上記以外の者を

加えても差し支えない。

② 全国協議会の役割

全国協議会は、基幹センターにおける事業計画の策定や、基幹セン

ター及び支援センターの報告を受け、事業の効果の検証、問題点の抽

出等を行うとともに、必要に応じ、基幹センター及び支援センターに

対し提言等を行う。

（２）基幹センターの業務

基幹センターは、全国協議会において策定された事業計画や提言等を

踏まえ、主に以下に掲げる業務について実施する。

① 摂食障害患者及びその家族への専門的な相談、治療及び回復支援

② 支援センター等への助言・指導及び連携・調整

③ コーディネーター等に対する研修の実施

④ 摂食障害対策に関する普及啓発

⑤ 支援センターで集積したデータに基づく分析・評価

⑥ 摂食障害治療モデルの研究・開発

⑦ 摂食障害患者及びその家族への支援体制モデルの研究・開発

⑧ 全国協議会の運営

⑨ その他摂食障害対策に必要な事項

（３）支援センターとの連携

基幹センターは、支援センターと密接に連携を図り、情報を共有する

とともに、必要に応じ、支援センターへの助言・指導を適切に行うこと。

３．国の助成

国は基幹センターが事業の実施のために支弁した費用について、別に定

めるところによりそれぞれ補助するものとする。

また、基幹センターは、国の補助を受けようとするときは、別に定める

ところにより、予め国に協議するものとする。

二．秘密の保持

本事業に携わる者（当該業務から離れた者も含む。）は、摂食障害患者及

びその家族等のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がある場

合を除き、業務上知り得た情報等の秘密を漏らしてはならない。
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出等を行うとともに、必要に応じ、基幹センター及び支援センターに

対し提言等を行う。

（２）基幹センターの業務

基幹センターは、全国協議会において策定された事業計画や提言等を

踏まえ、主に以下に掲げる業務について実施する。

① 摂食障害患者及びその家族への専門的な相談、治療及び回復支援

② 支援センター等への助言・指導及び連携・調整

③ コーディネーター等に対する研修の実施

④ 摂食障害対策に関する普及啓発

⑤ 支援センターで集積したデータに基づく分析・評価

⑥ 摂食障害治療モデルの研究・開発

⑦ 摂食障害患者及びその家族への支援体制モデルの研究・開発

⑧ 全国協議会の運営

⑨ その他摂食障害対策に必要な事項

（３）支援センターとの連携

基幹センターは、支援センターと密接に連携を図り、情報を共有する

とともに、必要に応じ、支援センターへの助言・指導を適切に行うこと。

３．国の助成

国は基幹センターが事業の実施のために支弁した費用について、別に定

めるところによりそれぞれ補助するものとする。

また、基幹センターは、国の補助を受けようとするときは、別に定める

ところにより、予め国に協議するものとする。

二．秘密の保持

本事業に携わる者（当該業務から離れた者も含む。）は、摂食障害患者及

びその家族等のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がある場

合を除き、業務上知り得た情報等の秘密を漏らしてはならない。
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静岡県摂食障害治療支援センター 
Shizuoka Prefectural Treatment and Support Center for Eating Disorders 
 
令和２年度精神保健対策費補助金 摂食障害治療支援センター設置事業報告書 

 

1.  基本情報 
 

センター名 設置施設 郵便番号 所在地 電話番号 
静岡県摂食障害 
治療支援センター 

浜松医科大学医学

部附属病院精神科

神経科 

431-3192 静岡県浜松市東区半田山

1-20-1 
053-435-2635 

 
URL 
静岡県摂食障害治療支援センター：http://www.shizuoka-ed.jp/ 
 
摂食障害治療支援センター職員 

氏名 所属 役職 
竹林 淳和 浜松医科大学精神科 講師 
栗田 大輔 浜松医科大学精神科 助教 
磯部 智代 浜松医科大学精神科 医療技術職員(臨床心理士）

 
摂食障害治療支援コーディネーター 

氏名 医療機関での職種 
村越 優 看護師 

 

  

2.  要旨 
 

静岡県摂食障害治療支援センター（以下、支援センター）では、これまでに本事業で行ってきた相談支

援・治療支援・普及啓発等を継続しつつ、本年度は静岡県が第８次保健医療計画（平成 30 年度～）の中

で進めている『多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築』に沿って、「摂食障害」の医療連携

体制を関係諸機関と連携しながら進めることとした。 
『相談支援』については、前年度に引き続きコーディネーターが電話による専門的な相談支援を行っ

た。相談件数や相談者の居住地域、症状、受診状況、相談内容等の内訳は前年度と同程度の件数を推移し

ていた。一方、①前年度までと異なる点は 10 歳代以下の相談者が増え、全件数の半数近くを占めていた。

対応内容において、②紹介先の病院として基幹病院（浜松医大）の割合が減っていた。 
『治療支援』については、各二次医療圏における精神科と身体科の連携体制の構築を進めるため、静岡

県精神病院協会、静岡県精神科診療所協会の各会長と、①県内の各二次医療圏における治療担当病院を明

確化、②各二次医療圏の医師会等を通して精神科と身体科の連携について検討してくことを今後の課題

として確認した。 
『研修』については、①予防と早期発見を目的として、養護教諭に対する研修、②他科との医療連携と

早期受診の促進を目的として、静岡産科婦人科学会学術集会にて、産婦人科と精神科との摂食障害の治療

連携についての講演、③入院でのマニュアル治療に関する研修を獨協大学精神科にて行なった。①③につ

いては web 開催、②については現地と web とのハイブリッドでの開催であった。 
『普及啓発活動』については、例年と同様に県内 3 か所でフォーラムを開催した。県民だよりへの掲

載に加え、県教育委員会を通して県内の小・中・高等学校の養護教諭宛にチラシを配布した一方で、主要

駅の構内等への掲示は行わなかったが、例年を大きく上回る参加があった。 
『行政機関との連携』については、昨年度に引き続き当センターと静岡市精神保健福祉センターとが

協同して家族教室を行った。また、浜松市精神保健福祉センターでの家族教室に、浜松医大の患者の家族

を紹介する等の連携を行なった。浜松市精神保健福祉センター主催する家族会にて当センターの職員が

小講義を行なった。 
『その他の活動』として、昨年度に引き続きピア・サポーター養成を兼ねたサポートグループを計 4 回

開催した。治療・支援においてピア・サポーターが摂食障害当事者グループ、家族会等に参加し、当事者

や家族に向けて体験談やコメントを発信していただいた。 
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静岡県摂食障害治療支援センター 
Shizuoka Prefectural Treatment and Support Center for Eating Disorders 
 
令和２年度精神保健対策費補助金 摂食障害治療支援センター設置事業報告書 

 

1.  基本情報 
 

センター名 設置施設 郵便番号 所在地 電話番号 
静岡県摂食障害 
治療支援センター 

浜松医科大学医学

部附属病院精神科
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3.  摂食障害対策推進協議会の設置 
 

摂食障害対策推進協議会委員 

 氏名 所属・職名 区分 

委員長 竹林 淳和 浜松医科大学・講師 

摂食障害治療を専門的に 

行っている医師 

委員 栗田 大輔 浜松医科大学・助教 

同上 長谷川 花 沼津中央病院・医師 

同上 髙木 啓 鷹岡病院・院長 

同上 五條 智久 県立こころの医療センター・医師 

同上 大石 聡 県立こども病院こころの診療センター長 

同上 田中 賢司 藤枝駿府病院・院長 

同上 水野 大地 好生会三方原病院・医師 

同上 西村 克彦 聖隷三方原病院・医師 

同上 大城 将也 菊川市立総合病院・医師 

同上 三田 智子 
パルモこども診療所・院長 

静岡県小児科医会・会長 

同上 櫻井 新一郎 
桜心メンタルクリニック・院長 

静岡県精神科診療所協会・副会長 

同上   摂食障害患者 

同上   摂食障害患者家族 

同上 内田 勝久 静岡県精神保健福祉センター・所長  

摂食障害対策に資するもの 

同上 伊藤 正仁 静岡県熱海保健所長 

同上 二宮 貴至 浜松市精神保健福祉センター・所長 

同上 金原 由季 浜松市精神保健福祉センター・臨床心理士 

同上 大久保 聡子 静岡市こころの健康センター・所長 

同上 近藤 浩通 静岡県教育委員会事務局健康体育課長 教育関係者 

同上 増田 吉則 静岡県健康福祉部障害者支援局長 

県 
同上 福原 崇元 

静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課 

精神保健福祉室長 

 

摂食障害対策推進協議会 

 開催日 議  題 
第 1 回 令和元年 9 月 17 日 平成 30 年度事業実施報告、令和元年度事業計画及び実施状況 
第 2 回 令和 2 年 2 月 3 日 事業実施報告、効果の指標の評価、翌年度事業計画 

 

 

 

  

4.  相談支援 
相談体制 

1. コーディネーターが週 3 日、電話にて摂食障害患者及びその家族への専門的な相談支援を行う。

2. 摂食障害担当医師が管内医療機関からの治療に関する問い合わせに対し、助言指導を行う。入院

が必要な場合に管内医療機関の入院調整を行う。外来で摂食障害患者の居住区の医療機関へ転医

する際には紹介状とともに『摂食障害外来診療ガイド』を送付し、外来診療の支援を行う。 
 

相談支援結果 

相談件数は平成 30 年度（292 件／年）、令和元年度 （303 件／年）と同水準であり、相談内容は受

診症談が最も多い（170 件）。相談者への病院紹介先として基幹病院（浜松医大）だけでなく、協力病

院や他の病院に紹介している件数も多い。このため、必ずしも摂食障害の治療施設が不足しているだ

けではなく、当事者にとって受診できる治療施設の検索が難しいことが考えられる。多くの相談者が

インターネットでセンターについての情報を得ていることから、ウェブ上で受診できる医療機関につ

いての情報を充実させることが重要と思われた。 
 県外在住者からの相談が 1/3 を占めており、この割合は本事業開始翌年（H28）から変化がない。静

岡県以外のアンメットニーズが高く、事業の対象外である県外の普及啓発や医療整備が望まれる。 
本年度は 10 歳代以下の相談が 48.7%と半数近くを占めて、本事業開始後、最も多くなっており、罹

病期間の短い若年者が早期の相談につながっていると言える。一方、本年度は COVID-19 の影響を受

けて発症したケースがこの年代に含まれている。 
 

相談件数 
期間 相談件数 相談経路（延べ件数） 地域（新規） 

延べ 新規 電話 メール 面談 県内 県外 
R2.4-11 212 154 210 0 1 103 49 

 

123 161 201 232 222
154

24
23

38
60 81

58

106

0

100

200

300

400

H27 H28 H29 H30 R1 R2

相談件数

新規 2回以上 R2見込み

− 96−

3964.indd   96 2021/03/02   16:13:52



3.  摂食障害対策推進協議会の設置 
 

摂食障害対策推進協議会委員 

 氏名 所属・職名 区分 

委員長 竹林 淳和 浜松医科大学・講師 

摂食障害治療を専門的に 

行っている医師 

委員 栗田 大輔 浜松医科大学・助教 

同上 長谷川 花 沼津中央病院・医師 

同上 髙木 啓 鷹岡病院・院長 

同上 五條 智久 県立こころの医療センター・医師 

同上 大石 聡 県立こども病院こころの診療センター長 

同上 田中 賢司 藤枝駿府病院・院長 

同上 水野 大地 好生会三方原病院・医師 

同上 西村 克彦 聖隷三方原病院・医師 

同上 大城 将也 菊川市立総合病院・医師 

同上 三田 智子 
パルモこども診療所・院長 

静岡県小児科医会・会長 

同上 櫻井 新一郎 
桜心メンタルクリニック・院長 

静岡県精神科診療所協会・副会長 

同上   摂食障害患者 

同上   摂食障害患者家族 

同上 内田 勝久 静岡県精神保健福祉センター・所長  

摂食障害対策に資するもの 

同上 伊藤 正仁 静岡県熱海保健所長 

同上 二宮 貴至 浜松市精神保健福祉センター・所長 

同上 金原 由季 浜松市精神保健福祉センター・臨床心理士 

同上 大久保 聡子 静岡市こころの健康センター・所長 

同上 近藤 浩通 静岡県教育委員会事務局健康体育課長 教育関係者 

同上 増田 吉則 静岡県健康福祉部障害者支援局長 

県 
同上 福原 崇元 

静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課 

精神保健福祉室長 

 

摂食障害対策推進協議会 

 開催日 議  題 
第 1 回 令和元年 9 月 17 日 平成 30 年度事業実施報告、令和元年度事業計画及び実施状況 
第 2 回 令和 2 年 2 月 3 日 事業実施報告、効果の指標の評価、翌年度事業計画 

 

 

 

  

4.  相談支援 
相談体制 

1. コーディネーターが週 3 日、電話にて摂食障害患者及びその家族への専門的な相談支援を行う。

2. 摂食障害担当医師が管内医療機関からの治療に関する問い合わせに対し、助言指導を行う。入院

が必要な場合に管内医療機関の入院調整を行う。外来で摂食障害患者の居住区の医療機関へ転医

する際には紹介状とともに『摂食障害外来診療ガイド』を送付し、外来診療の支援を行う。 
 

相談支援結果 

相談件数は平成 30 年度（292 件／年）、令和元年度 （303 件／年）と同水準であり、相談内容は受

診症談が最も多い（170 件）。相談者への病院紹介先として基幹病院（浜松医大）だけでなく、協力病

院や他の病院に紹介している件数も多い。このため、必ずしも摂食障害の治療施設が不足しているだ

けではなく、当事者にとって受診できる治療施設の検索が難しいことが考えられる。多くの相談者が

インターネットでセンターについての情報を得ていることから、ウェブ上で受診できる医療機関につ

いての情報を充実させることが重要と思われた。 
 県外在住者からの相談が 1/3 を占めており、この割合は本事業開始翌年（H28）から変化がない。静

岡県以外のアンメットニーズが高く、事業の対象外である県外の普及啓発や医療整備が望まれる。 
本年度は 10 歳代以下の相談が 48.7%と半数近くを占めて、本事業開始後、最も多くなっており、罹

病期間の短い若年者が早期の相談につながっていると言える。一方、本年度は COVID-19 の影響を受

けて発症したケースがこの年代に含まれている。 
 

相談件数 
期間 相談件数 相談経路（延べ件数） 地域（新規） 

延べ 新規 電話 メール 面談 県内 県外 
R2.4-11 212 154 210 0 1 103 49 

 

123 161 201 232 222
154

24
23

38
60 81

58

106

0

100

200

300

400

H27 H28 H29 H30 R1 R2

相談件数

新規 2回以上 R2見込み

− 97−

3964.indd   97 2021/03/02   16:13:53



 

 
 
 

相談者（新規）n=154 
期間 本人 家族 機関   

 父 母 配偶者 その他 医療* 行政 教育 その他 不明 
R2.4-11 35 9 60 4 5 35 0 0 6 0 

*相談医療機関の内訳(精神科･心療内科 19 件、小児科 8 件、内科 4 件、産婦人科 4 件) 
 

相談対象患者の年齢（新規） 
平均年齢：23.2 歳（SD＝11.3） n＝154   

期間 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70- 不明 

R2.4-11 3 72 40 17 11 5 1 0 5 
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相談対象患者の性別（新規）n=154 

期間 女性 男性 その他 不明 
R2.4-11 146 3 3 2 

 
患者状態（新規）n=154 

   代償行動 精神・行動症状 

期間 やせ 食事

制限 過食 嘔吐 下剤

チュ
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ング
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不安
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り 
自傷 問題

行動

その

他 

R2.4-11 111 102 62 51 18 4 18 2 2 43 0 6 8 30 
 

患者属性（新規）n=154 
 学生 社会人   

期間 小 中 高 大／専 就業中 無職 主婦 その他 不明 
R2.4-11 7 21 33 27 31 11 10 4 10 

 
摂食障害での受診状況（新規）n=154 

期間 受診中 中断中 未受診 
ED 以外で受

診中 
その他 不明 

R2.4-11 76 11 37 26 3 1 

 
センターを知ったきっかけ（新規件数）n=154 
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医
療 

行
政 

教
育 

そ
の
他 

 

R2.4-11 103 42 2  1 3 0 0 0  0 3 0 

*その他内訳(フォーラム参加 1 件、受診歴あり 2 件) 
 

相談内容（延べ件数）n=212 
 疾患相談 対応相談 

受診相談 
センター

業務 
その他 

  有り 接し方 生命危機 受信拒否

R2.4-11 42 26 16 2 8 170 2 10 
 

対応内容（延べ件数）n=212 
 病院紹介 情報提供    

 有り 
基幹

病院 
協力 

病院 
他の 

病院 
公共

機関*
有り

疾患

知識

治療

受診

資

料

社

会

資

本 

助言 

ｾﾝﾀ

ｰ 

業

務 

その

他 

R2.4-11 137 65 33 49 33 89 45 50 3 1 134 8 7 
 

 
家族支援 

開催日 対象者 参加人数

（組） 内容 実施場所 

令和 2 年 8 月 8 日、 
9 月 5 日、10 月 10 日 

摂食障害の

患者の家族 3 

摂食障害への効果的な対応を

知ろう・摂食障害を知ろう・

摂食障害の回復・サポートの

コツ 

浜松医科大学 

令和 2 年 12 月 19 日、

令和 3 年 1 月 16 日、 
2 月 20 日 

同上 4 同上 静岡市こころの健康

センター 

基幹病院, 65件

協力病院, 33件

他の病院, 49件

公共機関, 33件

病院紹介内訳

令和 2 年 9 月 12 日、

10 月 3 日、10 月 31 日 同上 12 同上 オンラインにて開催 

令和 3 年 1 月 23 日 同上 25 
回復の段階と家族の関わ

り方  ウィステリアe-one 

令和 3 年 1 月 30 日、2
月 6 日、2 月 23 日 同上 ● 同上 

三島商工会議所 
→オンライン開催へ

変更 

令和 2 年 8 月 29 日 同上 2 家族の分かち合いの場 富士市交流プラザ 

令和 3 年 3 月 13 日 同上 ● 同上 
富士市交流プラサ 
→オンライン開催へ

変更 
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5.  治療支援 
治療体制・計画 
1. 摂食障害の外来診療を担う精神科医を増やし、令和 5年度までに外来診療を担う医療機関のリス

トを作成（公開の有無は未定）することを目指す。本年度は精神科診療所協会、精神病院協会と

連携し、研修会の開催や治療支援体制の強化を行う。 

2. 第 8次静岡県保健医療計画に従い、都道府県連携拠点機能、地域連携拠点機能をより明確化す

る。 

3. 1，2 を基に小児科・産婦人科等、身体科との連携体制を強化する。 

 
治療支援実施結果 
1. 静岡県は、県の保健医療計画に従い県内全域の精神科医療機関に対してアンケート調査を行って

おり、『疾病又は事業ごとの医療機能を担う医療機関』のリストを作成、公開している。しかしな

がら、本リストに掲載されている医療機関の間で連携は明確ではなく、治療の均てん化も必要で

あると考えられる。さらに、リストには治療を担っている診療所の情報が掲載されていない。 
2. 静岡県精神病院協会、静岡県精神科診療所協会の各会長と面談を行い、①県内の各二次医療圏に

おける治療担当病院を明確化にしていくこと、②各二次医療圏の医師会等を通して精神科と身体

科の連携について検討してくことを今後の課題として確認した。 
3. 産科婦人科学会の学術集会にて、産婦人科と精神科との摂食障害治療の連携について確認した（『6. 

研修』の項も参照）。 
 

 
静岡県のウェブサイト（https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-410/hi-keikaku.html）より 
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支援センター設置病院 
初診患者数（R2.4 -11） 35 人 
初診患者数 35 人    
性別 女性 男性   
 34 人 1 人   
年齢別 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
 0 人 15 人 10 人 8 人 0 人 1 人 1 人 
診断別 ANR ANBP BN BED OSFED ARFID UFED その他 
 11 人 9 人 6 人 0 人 2 人 0 人 0 人   7 人

外来／入院 外来のみ 入院のみ 両方  
 27 人 0 人 8 人  
BMI <11.5 <13 <15 <16 <17 <18.5 <25 25≦ 
 0 人 2 人 12 人 3 人 3 人 4 人 9 人 2 人

治療状態* 治療中 
 

治療 
中断 

治療 
終了 

紹介  

 
 21 人 4 人 2 人 8 人     

＊R2 年 11 月現在 

 

入院患者数（R2.4 -11） 41 人 
入院患者数 41 人    
性別 女性 男性   
 40 人 1 人   
年齢別 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
 0 人 13 人 17 人 6 人 3 人 2 人 0 人 
診断別 ANR ANBP BN BED OSFED ARFID UFED 
 19 人 14 人 6 人 0 人 0 人 2 人 0 人   

BMI <11.5 <13 <15 <16 <17 <18.5 <25 25≦ 
 7 人 11 人 8 人 3 人 3 人 2 人 6 人 1 人

 
協力病院  
初診患者数／入院患者数（R2.4 -11） 
菊川市立総合病院：2 名／2 名 聖隷三方原病院：4 名／5 名 
沼津中央病院：5 名／7 名 鷹岡病院：7 名／1 名 
静岡県立こころの医療センター：16 名／7 名 藤枝駿府病院：12 名／19 名 
好生会三方原病院：4 名／3 名 静岡県立こども病院：17 名／8 名 

− 104 −

3964.indd   104 2021/03/02   16:13:55



 
  

支援センター設置病院 
初診患者数（R2.4 -11） 35 人 
初診患者数 35 人    
性別 女性 男性   
 34 人 1 人   
年齢別 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
 0 人 15 人 10 人 8 人 0 人 1 人 1 人 
診断別 ANR ANBP BN BED OSFED ARFID UFED その他 
 11 人 9 人 6 人 0 人 2 人 0 人 0 人   7 人

外来／入院 外来のみ 入院のみ 両方  
 27 人 0 人 8 人  
BMI <11.5 <13 <15 <16 <17 <18.5 <25 25≦ 
 0 人 2 人 12 人 3 人 3 人 4 人 9 人 2 人

治療状態* 治療中 
 

治療 
中断 

治療 
終了 

紹介  

 
 21 人 4 人 2 人 8 人     

＊R2 年 11 月現在 

 

入院患者数（R2.4 -11） 41 人 
入院患者数 41 人    
性別 女性 男性   
 40 人 1 人   
年齢別 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 
 0 人 13 人 17 人 6 人 3 人 2 人 0 人 
診断別 ANR ANBP BN BED OSFED ARFID UFED 
 19 人 14 人 6 人 0 人 0 人 2 人 0 人   

BMI <11.5 <13 <15 <16 <17 <18.5 <25 25≦ 
 7 人 11 人 8 人 3 人 3 人 2 人 6 人 1 人

 
協力病院  

初診患者数／入院患者数（R2.4 -11） 
菊川市立総合病院：2 名／2 名 聖隷三方原病院：4 名／5 名 
沼津中央病院：5 名／7 名 鷹岡病院：7 名／1 名 
静岡県立こころの医療センター：16 名／7 名 藤枝駿府病院：12 名／19 名 
好生会三方原病院：4 名／3 名 静岡県立こども病院：17 名／8 名 

− 105 −

3964.indd   105 2021/03/02   16:13:55



6.  研修 
研修体制・計画 

1. 予防と早期発見を目的とし、養護教諭に対する研修を行う。 

2. 他科との医療連携と早期受診を促進することを目的として、産婦人科医に対する研修を行う。 

3. 小児科医会のウェブサイト上のオンデマンドの研修ビデオを作製する。 

 

 

研修実施結果 

1. 北駿地域における小中学校の養護教諭、市町保健事業担当課職員を対象に研修会を開催。 
2. 県の産科婦人科学会の学術集会にて、産婦人科と精神科との摂食障害治療の連携について講演を

行い、両科の連携について確認した。 
3. 作成検討中 

 
 

講習会、研修会、ミーティング等 

 

開催日 対象者 
参加

人数
研修内容 実施場所 

R2/10/12 
 

獨協大学 精神神経科 職員 ●名 摂食障害の入院治療 WEB開催 

R2/10/15 摂食障害治療支援コーディネ

ーター 
5名 摂食障害治療支援コ

ーディネーター研修

会 

WEB開催 

R2/11/8 

 

静岡県内 産婦人科医 ●名 令和2年度秋季静岡

産科婦人科学会学

術集会 

プラザウェルデ（沼

津市）、web ハイブ

リッド開催 

R2/12/11 北駿地域における小中学校の

養護教諭、市町保健事業担当

課職員 

19名 学童期・思春期の

摂食障害－予防・

支援・治療－  

WEB開催 

※ R2/8/7 に予定されていた静岡市内養護教諭を対象とした研修会は COVID-19 のため、来年度に

延期 
 

 

 

  

7.  普及啓発活動 
 
普及啓発活動体制・計画 
1. 一般市民、摂食障害当事者、家族、支援者を対象とした摂食障害に関する普及啓発活動を行う。

 
普及啓発活動実施結果 
1. 県内全域の小・中・高等学校の養護教諭、および県内全域の精神科病院・クリニックへ市民講座の

チラシを配布した。医療従事者や教育、行政関係者等を中心に例年を大きく上回る一般参加者が

あった。本年度は教育委員会を通して県内の小中高等学校に事前の通知を行ったことが、参加者

の増加につながったものと考えられた。 
2. 本年度は摂食障害の症状や治療などの一般的な疾病教育に加え、国内外の最新のガイドラインや

治療・支援のマテリアルについて情報提供を行った。 
3. 当事者、家族に対して、ピア・サポーターを交えた分かち合いの場をそれぞれ設けた。なお、COVID-

19 のため、県外在住のピア・サポーターは Zoom を利用してウェブ上での参加となった。 
 

 
講演会 

開催日 対象者 参加人数 内容 実施場所 
R2/09/26 

 

支援者、関心のある

市民、家族、当事者 

66人 静岡県摂食障害 
フォーラム 
市民公開講座 

「専門家と当事者からの

メッセージ」 
 
 

アクト研修交流センター

（浜松市） 

R2/10/17 

 

支援者、関心のある

市民、家族、当事者 

63人 静岡パルシェ会議室 
（静岡市） 

R2/11/07 
支援者、関心のある

市民、家族、当事者 
43人 プラサヴェルデ 

（沼津市） 

 
インターネット 

静岡県摂食障害治療支援センター ホームページ http://www.shizuoka-ed.jp/ 
閲覧回数（セッション数）：6,208（R2.4-R2.12、グーグルアナリティクス） 
 ユーザー：4,409 新規ユーザー：4,360 ユーザーあたりのセッション数：1.41 
 市町村：浜松 12.24%、横浜 9.16%、静岡 8.76%、名古屋 8.45%、大阪 7.83% 

出版物 
■雑誌 
望月洋介: 家族療法の持つ意味, 精神科, 38(3), 2021 in press 
栗田大輔: 回避・制限性食物摂取症, 精神科治療学, 35 増, 281-285, 2020 

市民講座ポスター 
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6.  研修 
研修体制・計画 

1. 予防と早期発見を目的とし、養護教諭に対する研修を行う。 

2. 他科との医療連携と早期受診を促進することを目的として、産婦人科医に対する研修を行う。 

3. 小児科医会のウェブサイト上のオンデマンドの研修ビデオを作製する。 

 

 

研修実施結果 

1. 北駿地域における小中学校の養護教諭、市町保健事業担当課職員を対象に研修会を開催。 
2. 県の産科婦人科学会の学術集会にて、産婦人科と精神科との摂食障害治療の連携について講演を

行い、両科の連携について確認した。 
3. 作成検討中 

 
 

講習会、研修会、ミーティング等 

 

開催日 対象者 
参加

人数
研修内容 実施場所 

R2/10/12 
 

獨協大学 精神神経科 職員 ●名 摂食障害の入院治療 WEB開催 

R2/10/15 摂食障害治療支援コーディネ

ーター 
5名 摂食障害治療支援コ

ーディネーター研修

会 

WEB開催 

R2/11/8 

 

静岡県内 産婦人科医 ●名 令和2年度秋季静岡

産科婦人科学会学

術集会 

プラザウェルデ（沼

津市）、web ハイブ

リッド開催 

R2/12/11 北駿地域における小中学校の

養護教諭、市町保健事業担当

課職員 

19名 学童期・思春期の

摂食障害－予防・

支援・治療－  

WEB開催 

※ R2/8/7 に予定されていた静岡市内養護教諭を対象とした研修会は COVID-19 のため、来年度に

延期 
 

 

 

  

7.  普及啓発活動 
 
普及啓発活動体制・計画 
1. 一般市民、摂食障害当事者、家族、支援者を対象とした摂食障害に関する普及啓発活動を行う。

 
普及啓発活動実施結果 
1. 県内全域の小・中・高等学校の養護教諭、および県内全域の精神科病院・クリニックへ市民講座の

チラシを配布した。医療従事者や教育、行政関係者等を中心に例年を大きく上回る一般参加者が

あった。本年度は教育委員会を通して県内の小中高等学校に事前の通知を行ったことが、参加者

の増加につながったものと考えられた。 
2. 本年度は摂食障害の症状や治療などの一般的な疾病教育に加え、国内外の最新のガイドラインや

治療・支援のマテリアルについて情報提供を行った。 
3. 当事者、家族に対して、ピア・サポーターを交えた分かち合いの場をそれぞれ設けた。なお、COVID-

19 のため、県外在住のピア・サポーターは Zoom を利用してウェブ上での参加となった。 
 

 
講演会 

開催日 対象者 参加人数 内容 実施場所 
R2/09/26 

 

支援者、関心のある

市民、家族、当事者 

66人 静岡県摂食障害 
フォーラム 
市民公開講座 

「専門家と当事者からの

メッセージ」 
 
 

アクト研修交流センター

（浜松市） 

R2/10/17 

 

支援者、関心のある

市民、家族、当事者 

63人 静岡パルシェ会議室 
（静岡市） 

R2/11/07 
支援者、関心のある

市民、家族、当事者 
43人 プラサヴェルデ 

（沼津市） 

 
インターネット 

静岡県摂食障害治療支援センター ホームページ http://www.shizuoka-ed.jp/ 
閲覧回数（セッション数）：6,208（R2.4-R2.12、グーグルアナリティクス） 
 ユーザー：4,409 新規ユーザー：4,360 ユーザーあたりのセッション数：1.41 
 市町村：浜松 12.24%、横浜 9.16%、静岡 8.76%、名古屋 8.45%、大阪 7.83% 

出版物 
■雑誌 

望月洋介: 家族療法の持つ意味, 精神科, 38(3), 2021 in press 
栗田大輔: 回避・制限性食物摂取症, 精神科治療学, 35 増, 281-285, 2020 

市民講座ポスター 

− 107 −

3964.indd   107 2021/03/02   16:13:57



 
  

8.  行政機関との連携 
 

研修体制・計画 
1. 『第 7 次医療計画』における医療連携体制の構築において、静岡県健康福祉部障害者支援局と連

携し、摂食障害の治療体制を確立する（平成 30 年度からの 6 か年計画）。 
2. 家族教室運営の行政への移行：2019 年度に静岡市こころの健康センターに運営を移行した家族教

室において、医療機関よりスタッフの派遣を行う。 
3. 行政が運営する家族支援と医療との連携：浜松市精神保健福祉センターが主催する家族交流会に

おいて、医療機関より治療者を派遣し、講演を行う。 
 

 
研修実施結果 
1. 静岡県摂食障害支援協議会 
2. 静岡市精神保健福祉センターとの共同で家族教室を行った。（家族支援の項参照） 
3. 浜松市精神保健福祉センターの家族会での講演を行った。 

 
浜松市精神保健福祉センター主催の家族会（家族サロン） 
令和 2 年 9 月 26 日 
内容：市民講座との合同企画 場所：アクト研修交流センター、参加人数 37 名 

令和 3 年 1 月 23 日 
内容：講演ならびにわかちあい「回復の段階と家族の関わり方」 
場所：ウィステリア e-one、参加人数 25 名 

 
連携会議等 

開催日 対象者 参加人数 内容 実施場所 
R2/5/25 支援センター職員、浜

松市精神保健福祉セン

ター、浜松市内小児科

医 

12 人 摂食障害支援検討会 リモート会議（浜松市）

R3/3/1 支援センター職員、浜

松市精神保健福祉セン

ター、浜松市内小児科

医 

●人 摂食障害支援検討会 リモート会議（浜松市）
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携し、摂食障害の治療体制を確立する（平成 30 年度からの 6 か年計画）。 
2. 家族教室運営の行政への移行：2019 年度に静岡市こころの健康センターに運営を移行した家族教

室において、医療機関よりスタッフの派遣を行う。 
3. 行政が運営する家族支援と医療との連携：浜松市精神保健福祉センターが主催する家族交流会に

おいて、医療機関より治療者を派遣し、講演を行う。 
 

 
研修実施結果 
1. 静岡県摂食障害支援協議会 
2. 静岡市精神保健福祉センターとの共同で家族教室を行った。（家族支援の項参照） 
3. 浜松市精神保健福祉センターの家族会での講演を行った。 

 
浜松市精神保健福祉センター主催の家族会（家族サロン） 
令和 2 年 9 月 26 日 
内容：市民講座との合同企画 場所：アクト研修交流センター、参加人数 37 名 

令和 3 年 1 月 23 日 
内容：講演ならびにわかちあい「回復の段階と家族の関わり方」 
場所：ウィステリア e-one、参加人数 25 名 

 
連携会議等 

開催日 対象者 参加人数 内容 実施場所 
R2/5/25 支援センター職員、浜

松市精神保健福祉セン

ター、浜松市内小児科

医 

12 人 摂食障害支援検討会 リモート会議（浜松市）

R3/3/1 支援センター職員、浜

松市精神保健福祉セン

ター、浜松市内小児科

医 

●人 摂食障害支援検討会 リモート会議（浜松市）
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9.  その他の活動 
実施体制・計画 
1. ピア・サポーターを養成するためのプログラムを開発するとともに、治療・支援に参加して頂き、

治療・支援においてピア・サポーターが継続的に参加する体制づくりを確立する。下記を計画 
(ア) 摂食障害フォーラムへの参加 
(イ) 浜松医科大学精神科神経科受診中の摂食障害患者のためのグループセラピーへの参加 

2. 治療支援センター主催の家族交流会、浜松市精神保健福祉センター主催の家族交流会への参加 
 
実施結果 

ピア・サポーター養成を兼ねたサポートグループを計 4 回開催した。 
治療、支援への協力については、摂食障害フォーラム当事者グループ（3 回）、家族交流会（2 回）、

浜松医科大学精神科の摂食障害患者のためのグループセラピー（10 回）にそれぞれピア・サポーター

として参加してもらい、当事者や家族に向けて体験談やコメントを発信してもらった。 
尚、令和 2 年 4 月、5 月の活動は、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い、中止とした。 

 

開催日 対象者 参加人数 内容 実施場所 
令和2年6月27日 回復者 4 名 ピア・サポーター

養 成 を 兼 ね た サ

ポ ー ト グ ル ー プ

を開催。  

浜松医大デイルーム 
令和2年2月26日、 同上 3 名 同上 
令和3年1月23日  同上 4 名 同上 
令和3年2月27日 同上 4 名 同上 

 
  

10. 考察 
 

1. 『相談支援』 
 10 歳代以下の相談者の割合が大きく増えており、COVID-19 での休校・外出制限等とこの年代

の摂食障害の発症との関連について今後の検討が必要である。COVID-19 により社会生活の制限が

続くようであれば、この年代あるいは教育機関等への普及啓発により重点を置く必要があるかもし

れない。 
2. 『治療支援』 

 静岡県が現在公表している「摂食障害治療」を担う医療機関のリストは、他の精神疾患のリスト

に比べると、実際の診療状況を十分に反映していない。このため、来年度に向けて静岡県精神病院

協会、静岡県精神科診療所協会、さらには地域の医師会等を通して小児科・内科等の身体科との連

携体制を明確化する必要がある。 
3. 『研修』 

 COVID-19 のために web 開催あるいはハイブリッドでの開催となったが、いずれの研修会でも聴

衆からの質問が出るなど、現地開催でなくとも一定の双方向のコミュニケーションが可能であっ

た。今後も現地開催の難しい状況が続くと予想されるが、web 上であれば複数の施設において研修

を同時開催のできるメリットもあると考えられた。 
 他県の精神科、とりわけ地域の中核病院となり得る大学病院から摂食障害治療体制に関する研修

の依頼があり、他の都道府県でも摂食障害の治療に関する研修のニーズがあることが予想される。

基幹センターあるいは行政の主導でこれらのニーズを拾い上げ、都道府県下全域拠点となりうる医

療施設での研修を行うことで、治療支援センターの拡充につながる可能性がある。 
 研修では限られた時間の中で予防や支援の方法について伝える必要があるが、本事業の中で作成

された基幹センターのウェブサイトや治療・支援のためのマテリアルは研修を補完するものとして

非常に有用であった。 
4. 『普及啓発活動』 

 フォーラムの開催の周知については、従来のチラシを配布する手法より、メール等を利用した方

法の方が参加者が多かった。来年度は大学や専門学校の関係者、職場のメンタルヘルス関係者、福

祉行政、医療関係者に対し、各組織内でメールによる周知等、各個人に情報を伝達できる手段を利

用していく。一方、幅広く県民に周知する方法としては、新聞への掲載や公共の場におけるポスタ

ーの掲載よりも、県民だよりなど一般市民向けのイベント情報が掲載されている冊子への掲載の方

が有効であるかもしれない。 
5. 『行政機関との連携』 

 摂食障害の支援の面では精神保健福祉センターと家族教室の共同開催など、精神科の中では医療

と行政との連携がとれつつある。一方、治療の連携には身体科の協力も必要と考えており、県の第

8 次保健医療計画と関連して、来年度に向けて行政（静岡県障害福祉課）との協力の元、他科との

連携を図る必要がある。 
6. 『その他の活動』 

 治療中の患者がピア・サポーターとして協力したいとの申し出も出てきており、ピア・サポータ

ーが医療の現場で認知されつつある。今後もピア・サポーターの養成およびプログラムの開発を進

めるとともに、ピア・サポーターが行政や医療と連携できる体制づくりを進める。 
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9.  その他の活動 
実施体制・計画 
1. ピア・サポーターを養成するためのプログラムを開発するとともに、治療・支援に参加して頂き、
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(ア) 摂食障害フォーラムへの参加 
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令和3年1月23日  同上 4 名 同上 
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療施設での研修を行うことで、治療支援センターの拡充につながる可能性がある。 
 研修では限られた時間の中で予防や支援の方法について伝える必要があるが、本事業の中で作成

された基幹センターのウェブサイトや治療・支援のためのマテリアルは研修を補完するものとして

非常に有用であった。 
4. 『普及啓発活動』 

 フォーラムの開催の周知については、従来のチラシを配布する手法より、メール等を利用した方

法の方が参加者が多かった。来年度は大学や専門学校の関係者、職場のメンタルヘルス関係者、福

祉行政、医療関係者に対し、各組織内でメールによる周知等、各個人に情報を伝達できる手段を利
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 2 

2.  要旨 
 
福岡県摂食障害治療支援センターは 2015年 12月より、摂食障害患者や関係者への相談支援、摂食障
害に診療経験の少ない医療機関への助言指導、県民に対する摂食障害の普及啓発を軸とした事業を展開

し、福岡県における摂食障害医療体制の構築を目指し活動している。 
本年度も有識者により構成される福岡県摂食障害対策推進協議会を設置し、計画の策定、検証を行な

った。 
相談支援における相談者数は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う自粛期間中には著しく減少し、自

粛明けには回復傾向であった。相談件数は例年通りである。年齢別で見ると相談対象者、九州大学病院

受診者共に 10代の割合の増加が本年度は特に目立った。 
助言指導では引き続き摂食障害の診療経験の少ない医療機関への出張講習を行なった。単科精神科を

中心に行なったが、新型コロナウイルス感染拡大に伴いオンラインでの開催を余儀なくされた。先方病

院は一会場での実施の場合が多く三密回避から医療関係者の参加数は制限される結果となった。また、

本年度は福岡県産婦人科医会への協力を要請し、本年度研修会を開く運びとなった。 
普及啓発においても新型コロナウイルス感染拡大に伴い活動が制限される結果となった。学校関係者

への研修会はオンラインで開催し、多数の参加者を得た。県民公開講座は福岡徳州会病院の松林直先生

と八幡厚生病院の米良貴嗣先生をお招きしオンラインで実施することとなった。 
以上より、新型コロナウイルス感染拡大による影響は大きく活動は制限されたものの、福岡県摂食障

害治療支援センター事業が早期発見・早期治療に寄与していることが推察された。また、福岡県におけ

る摂食障害診療可能施設の増加は、センター事業の大きな効果と考えられ、出張講習の重要性が示唆さ

れた。また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う様々な社会変化は摂食障害の発症や病態に大きく影響

していることが考えられ、サポート体制の継続が重要と考えられた。 
 
 

  

 3 

3.  摂食障害対策推進協議会の設置 
 
摂食障害対策推進協議会委員 

 氏名 所属・職名 区分 

委員長 楯林 英晴 福岡県精神保健福祉センター所長 
福岡県 

委員 宗 真由美 福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課職員 

同上 大村 重成 福岡保養院院長・福岡県精神科病院協会副会長 

摂食障害治療を専門的

に行なっている医師 
同上 原 祐一 原土井病院副理事長・福岡県医師会常任理事 

同上 松林 直 福岡徳洲会病院統括内科部長 

同上 藤田 浩介 北九州市立精神保健福祉センター所長 

精神保健福祉センター

保健所 
同上 本田 洋子 福岡市精神保健福祉センター所長 

同上 松尾 美智代 福岡県南筑後保健福祉環境事務所保健監 

同上 今村 浩司 
西南女学院大学教授 

福岡県精神保健福祉士協会副会長 

摂食障害対策に資する

もの 

同上 - - 摂食障害患者 

同上 - - 摂食障害家族 

事務局 

重松 隆一 
福岡県保健医療介護部健康増進課 

こころの健康づくり推進室 

 

小迫 基央 

宮本 葉月 

須藤 信行 

九州大学病院 心療内科 

髙倉 修 

波夛 伴和 

山下 真 

麻生 千恵 

戸田 健太 

北島 智子 

 
摂食障害対策推進協議会 
 

開催日 議  題 

第 1 回 
令和 2 年 
9 月 10 日 

（書面開催） 

1. 令和元年度摂食障害治療支援センター設置事業報告書 

2. 令和 2年度 4月〜6月相談支援近況報告書 

3. 令和 2年度摂食障害治療支援センターの事業実施計画 

第 2 回 令和 3 年 2 月 
書面開催予定 事業効果の検証、摂食障害事業実施計画の策定、効果指標の設定 
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4.  相談支援 
 
相談体制 

・コーディネーター（保健師）1 名による電話・メール・面談での相談を実施する。 

・窓口開設時間：9 時～16 時（月･水･金曜日） 

・摂食障害救急対応マニュアルに従い、医療機関の紹介を行う。 

・精神保健福祉センター、保健福祉(環境)事務所、学校等との連携をこれまで以上に強化する。 

 

相談支援結果 

・相談件数は昨年とあまり変わらない。 

・5 月の相談件数は大きく落ち込み、6 月以降は例年通り回復。新型コロナウイルス感染拡大の影響の

可能性がある。 

・10 代の若年患者に関する相談割合は引き続き増加傾向である。 

・未受診患者の相談割合が多い傾向にある。 

 
相談件数 

期間 
相談件数 相談経路（延べ件数） 地域（新規） 

延べ 新規 電話 メール 面談 県内 県外 不明 

2020/4-11 171 127 155 15 1 88 23 16 

, 

    
 
 

相談者（新規） 

期間 本人 
家族 機関 

その他 不明 
父 母 配偶者 その他 医療 行政 教育 

2020/4-11 39 9 42 2 1 13 1 7 6 7 

  

0

20
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60
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年度・月別 相談件数

2015 2016 2017

2018 2019 2020

福岡, 61

筑後, 10
北九州, 8

筑豊, 4

不明, 5

九州, 15

中国・四国, 

3

中部, 2

関西,関東,東北, 

各1

不明, 16

地域別

（n=127）

福岡県 

88 

 5 

  
 

相談対象患者の年齢（新規） 

平均年齢：25.5 歳 （SD＝11.7） n＝123 
期間 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70- 不明 

2020/4-11 2 39 24 18 11 3 1 0 25 

 

 

相談対象患者の性別（新規） n＝123 
期間 女性 男性 その他 不明 

2020/4-11 93 10 - 20 

 

 

患者状態（新規） n=123 

期間 やせ 
食事

制限 
過食 

代償行動 精神・行動症状 

嘔吐 下剤 
チュー

イング 運動 絶食 衰弱 
精神 

不安定 
ひき 

こもり 自傷 
問題

行動 
その他 

2020/4-11 57 48 55 46 8 3 17 5 11 13 1 3 3 14 

 
 

患者属性（新規） n＝123 

期間 
学生 社会人 

その他 不明 
小 中 高 大／専 就業中 無職 主婦 

2020/4-11 3 9 22 11 24 10 10 4 30 

 

 

摂食障害での受診状況（新規） n＝123 
期間 受診中 中断中 未受診 ED 以外で受診中 その他 不明 

2020/4-11 39 17 28 15 1 23 
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2020

2019

2018

2017

2016

2015

相談者の割合本人 機関 その他 不明 家族

24.4％ 

n=123

n=158

n=208

n=74

n=214

n=173

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2019

2018

2017

2016

2015

対象者年齢の割合10代 20代 30代 40代以上 不明

(4-11 月) 

 

) 

(4-11 月) 

 

) 

(16/1-3) 

 

) 

(16/1-3) 

 

) 
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相談件数 相談経路（延べ件数） 地域（新規） 

延べ 新規 電話 メール 面談 県内 県外 不明 

2020/4-11 171 127 155 15 1 88 23 16 

, 

    
 
 

相談者（新規） 

期間 本人 
家族 機関 

その他 不明 
父 母 配偶者 その他 医療 行政 教育 

2020/4-11 39 9 42 2 1 13 1 7 6 7 
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年度・月別 相談件数
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3
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各1
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地域別

（n=127）

福岡県 

88 

 5 

  
 

相談対象患者の年齢（新規） 

平均年齢：25.5 歳 （SD＝11.7） n＝123 
期間 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70- 不明 

2020/4-11 2 39 24 18 11 3 1 0 25 

 

 

相談対象患者の性別（新規） n＝123 
期間 女性 男性 その他 不明 

2020/4-11 93 10 - 20 

 

 

患者状態（新規） n=123 

期間 やせ 
食事

制限 
過食 

代償行動 精神・行動症状 

嘔吐 下剤 
チュー

イング 運動 絶食 衰弱 
精神 

不安定 
ひき 

こもり 自傷 
問題

行動 
その他 

2020/4-11 57 48 55 46 8 3 17 5 11 13 1 3 3 14 

 
 

患者属性（新規） n＝123 

期間 
学生 社会人 

その他 不明 
小 中 高 大／専 就業中 無職 主婦 

2020/4-11 3 9 22 11 24 10 10 4 30 

 

 

摂食障害での受診状況（新規） n＝123 
期間 受診中 中断中 未受診 ED 以外で受診中 その他 不明 

2020/4-11 39 17 28 15 1 23 
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 6 

 
 

センターを知ったきっかけ（新規件数） n=127 

期間 
イ
ン
タ
� 
 
 

ネ
�
ト 

紹介 メディア ポ
ス
タ
�
・

ち
ら
し 

そ
の
他 

不
明 

機関 そ
の
他
・ 

不
明 

テ
レ
ビ 

新
聞 

自
治
体 

広
報 

そ
の
他
・ 

不
明 医療 行政 教育 

2020/4-11 68 9 3 3 2 0 1 0 0 8 7 26 

 
相談内容（延べ件数） n=171 

期間 疾患相談 
対応相談 

受診相談 
センター 

業務 
その他 

有り 接し方 生命危機 受診拒否 

2020/4-11 50 43 40 3 11 87 53 8 
 

  
 

 
対応内容（延べ件数） n=171 

期間 
紹介先 情報提供 

助言 
ｾﾝﾀｰ 

業務 
その他 

有り 
基幹

病院 

協力 

病院 
他の 
医療機関 

公共

機関 

有

り 

疾患

知識 

治療

受診 
資料 

社会

資本 

2020/4-11 75 33 40 26 15 123 51 112 2 1 113 79 0 
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紹介 情報提供 助言 センター
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受診状況と経年変化 
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新型コロナウイルスの影響に関連した相談 

 

 
 

 

 
紹介先 

 

 九大 
その他 

医療機関 

公共 

機関 
計 

2015 22 20 0 42 
2016 80 105 31 216 
2017 80 97 16 193 
2018 72 104 34 210 
2019 51 68 43 162 
2020 

（4-11 月） 33 66 15 114 
総計 223 368 78 937 

 

 
 

5.  治療支援 
治療体制・計画 

・心療内科医師 5 名。 

・身体的に重篤な患者に関して（BMI < 12kg/㎡）は九州大学病院心療内科などの内科系の医療機関の

受診を促し、衝動性の強いパーソナリティ障害が疑われるような症例は、精神科系の医療機関への受

診を促す。 

・病状に応じて患者を診療できるような医療機関の連携体制を構築するために、医療機関向けに研修

を行い、患者を診療できる医療機関をさらに増やす。 

・医療連携に関する調査を行う。 
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・養護教諭からの相談増 

・夏休み明けに体型変化に気づく、

健診結果から把握など 

 

・家族からの相談が多い 

・学校・給食再開の不安 

〈 全体的な特徴 〉 

 

・活動自粛期間中にダイエット 

 ・軽い気持ちから 

・外での運動ができないので食べない 

 

・食事制限した人が多い 

 

・10 代の中・高生がほとんどである 

n=114
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新型コロナウイルスの影響に関連した相談 

 

 
 

 

 
紹介先 

 

 九大 
その他 

医療機関 

公共 

機関 
計 

2015 22 20 0 42 
2016 80 105 31 216 
2017 80 97 16 193 
2018 72 104 34 210 
2019 51 68 43 162 
2020 

（4-11 月） 33 66 15 114 
総計 223 368 78 937 
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 8 

治療支援実施結果 

・10 代の患者が例年より大幅に増加した。 

・BMI15 未満の低体重患者の受診が受診患者の半数以上と増加する傾向がある。 

・協力可能医療機関の増加により、以前よりも他の医療機関へ紹介しやすくなった。 

・センター設置病院での摂食障害患者の受診は新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言後、極端な

減少がみられた後、回復傾向にある。 

 

 

支援センター設置病院 

初診患者数（2020/4-11）  54 人 

初診患者数 54 人        

性別 
女性 男性       

53 人 1 人       

年齢別 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 

0 人 33 人 8 人 6 人 4 人 1 人 2 人 0 人 

診断別 
ANR ANBP BN BED OSFED ARFID UFED その他 

28 人 12 人 4 人 1 人 1 人 4 人 2 人 2 人 

外来/入院 
外来のみ 入院のみ 両方      

36 人 0 人 18 人      

BMI 
<11.5 <13 <15 <16 <17 <18.5 <25 25≦ 

4 人 10 人 15 人 6 人 2 人 11 人 3 人 2 人 

治療状態 
治療中 治療中断 治療終了 紹介    (不詳 1 人) 

40 人 9 人 0 人 5 人     

治療期間平均 3.9 ヶ月        

 
 
 

6. 
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n=105
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＜11.5 ＜13 ＜15 ＜16 ＜17 ＜18.5 ＜25 25≦ 不詳

(4-11 月) 

 

) 

(4-11 月) 
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6. 研修 
研修体制・計画 

・出張講習：医療機関に出向き講習を行う。年 4 回以上。 

・研修会 ：医療関係者が対象、年 1 回。 

・福岡県産婦人科医会にて産婦人科医向けに研修を行う。 

 ※開催については新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえて判断する 

 

研修実施結果 

・出張講習は通常医療機関に出向いて実施してきたが、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえて

ZOOM によるオンラインで実施した。 

・毎年出張講習先を見つけることに難渋するが、オンラインで実施のためか、県からの呼びかけに対し

反応がよかった印象がある。 

・オンラインでの実施のため、受け手の反応がわかりづらい。 

・参加者は会議室等に密にならないよう配慮しての人数になるため、以前のような集客ができない。 

・福岡県産婦人科医会の研修は、令和 2年度福岡県産婦人科医会第 2回研修会に組み込んでいただき、

動画配信形式での実施予定となった。 

 

講習会、研修会、ミーティング等 

開催日 種別 対象者 研修内容 実施場所 
参加 

人数 理解度 

2020/11/20 出張講習 医療関係者 摂食障害 概要と症例 折尾病院 18 88.9％ 

2021/1/29 
予定 出張講習 医療関係者 摂食障害 概要と症例 おおりん病院 - - 

2021/2/19 
予定 出張講習 医療関係者 摂食障害 概要と症例 小倉医療センター - - 

2021/2/26  
  〜3/1 研修会 産婦人科医 

摂食障害を 

見逃さないために 
福岡県産婦人科医会 -  

2021/3/5 
予定 出張講習 医療関係者 摂食障害 概要と症例 三池病院 - - 

 

出張講習アンケート結果（2019 年度実施） 

【目的】出張講習後の摂食障害診療の変化や医療連携の可能性について 

 実態を調査、今後の参考にする 

【対象】2019 年 5 月までに出張講習を実施した医療機関 24 施設 

【方法】出張講習の効果、診療連携可能の有無、再講習の希望確認など

についてアンケートを郵送、FAX にて回収 

【回答】16 施設（回収率 66.7％） 

【結果】・研修内容が実際の診療に役立った 15 施設（93.8％） 

・摂食障害患者に対応しやすくなった 10 施設（62.5％） 

・摂食障害を診ることができる医療機関として紹介してよい 5 施設（31.3％） 

・今後県内の医療連携が進めば摂食障害の診療を行うことは可能 9 施設（56.3％） 

・もう一度研修を受けたい 15 施設（93.8％） 
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治療支援実施結果 

・10 代の患者が例年より大幅に増加した。 

・BMI15 未満の低体重患者の受診が受診患者の半数以上と増加する傾向がある。 
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・毎年出張講習先を見つけることに難渋するが、オンラインで実施のためか、県からの呼びかけに対し

反応がよかった印象がある。 
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・参加者は会議室等に密にならないよう配慮しての人数になるため、以前のような集客ができない。 
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7.  普及啓発活動 
 

普及啓発活動体制・計画 

・福岡県摂食障害治療支援センターのホームページの随時更新を行う（医療機関向け研修や県民向け

公開講座の開催情報等）。 

・インターネット（関連機関 HP との連携や SNS）を利用した情報発信を促進する。 

・摂食障害への理解促進を図るため、行政職員、教育機関、県民に向けて、研修会や公開講座を年 2 回  

実施する。  

※開催については新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえて判断する 

・研修は教育機関（学校、PTA 等）や依頼のあった機関に随時行なっていく。 

・相談案内カードを県内の精神科・心療内科の医療機関、保健福祉（環境）事務所、精神保健福祉セン

ター、福岡市・北九州市・私立の学校に配布する。 
・リーフレットを作成する。 

 

普及啓発活動実施結果 

・学校関係者向けに研修会をオンラインで開催した。予想以上の参加があり、関心の高さが伺えた。 
・インターネットのアクセス数は依然多く、また相談のきっかけはインターネットが最も多いことか

ら、情報発信として重要である。 

 

講演会 

開催日 種別 対象者 
参加 

人数 
内容 実施方法 

2020/12/25 研修会 学校関係者 69 ・摂食障害の対応 
−早期発見・早期治療のために− 

オンライン 
（ZOOM） 

2021/3/13 
予定 公開講座 一般 - 

・摂食障害とマインドフルネス 
・神経性やせ症を家族と一緒に治療する 

オンライン 
（ZOOM） 

  
学校関係者向け研修会アンケート結果 
【回答】38（回収率 53.6％） 

【結果】具体的な意見（抜粋） 

 ・実際の症例による内容や、対応指針を知ることができた 

 ・どのような診療を行っているのかが具体的で分かりやすかった 

・治療中の生徒に対するサポートが参考になった 

・身体的な指標を知ることができた 

・体重以外の観察点を理解できた 

 ・摂食障害の緊急度がわかり今後に活かそうと思う 

 ・持つべき視点や姿勢を考えることができた 

・受診を勧める基準や勧め方について、参考にしたい 

 11 

メディア関係 

開催日 
（発行日、オンエア） メディア 内容 

2020/12/27 発行 毎日新聞 1・2面 
摂食障害受刑者、医療体制、センター、出張講習について 

 

 

 

インターネット 
福岡県摂食障害治療支援センター ホームページ 
閲覧回数（セッション数）： 3774 （2020.4-11） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/12/27 
毎日新聞朝刊 2 面 

− 122 −

3964.indd   122 2021/03/02   16:14:02



 10 

7.  普及啓発活動 
 

普及啓発活動体制・計画 

・福岡県摂食障害治療支援センターのホームページの随時更新を行う（医療機関向け研修や県民向け

公開講座の開催情報等）。 

・インターネット（関連機関 HP との連携や SNS）を利用した情報発信を促進する。 

・摂食障害への理解促進を図るため、行政職員、教育機関、県民に向けて、研修会や公開講座を年 2 回  

実施する。  

※開催については新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえて判断する 

・研修は教育機関（学校、PTA 等）や依頼のあった機関に随時行なっていく。 

・相談案内カードを県内の精神科・心療内科の医療機関、保健福祉（環境）事務所、精神保健福祉セン

ター、福岡市・北九州市・私立の学校に配布する。 
・リーフレットを作成する。 

 

普及啓発活動実施結果 

・学校関係者向けに研修会をオンラインで開催した。予想以上の参加があり、関心の高さが伺えた。 
・インターネットのアクセス数は依然多く、また相談のきっかけはインターネットが最も多いことか

ら、情報発信として重要である。 

 

講演会 

開催日 種別 対象者 
参加 

人数 
内容 実施方法 

2020/12/25 研修会 学校関係者 69 ・摂食障害の対応 
−早期発見・早期治療のために− 

オンライン 
（ZOOM） 

2021/3/13 
予定 公開講座 一般 - 

・摂食障害とマインドフルネス 
・神経性やせ症を家族と一緒に治療する 

オンライン 
（ZOOM） 

  
学校関係者向け研修会アンケート結果 
【回答】38（回収率 53.6％） 

【結果】具体的な意見（抜粋） 

 ・実際の症例による内容や、対応指針を知ることができた 

 ・どのような診療を行っているのかが具体的で分かりやすかった 

・治療中の生徒に対するサポートが参考になった 

・身体的な指標を知ることができた 

・体重以外の観察点を理解できた 

 ・摂食障害の緊急度がわかり今後に活かそうと思う 

 ・持つべき視点や姿勢を考えることができた 

・受診を勧める基準や勧め方について、参考にしたい 

 11 

メディア関係 

開催日 
（発行日、オンエア） メディア 内容 

2020/12/27 発行 毎日新聞 1・2面 
摂食障害受刑者、医療体制、センター、出張講習について 

 

 

 

インターネット 
福岡県摂食障害治療支援センター ホームページ 
閲覧回数（セッション数）： 3774 （2020.4-11） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/12/27 
毎日新聞朝刊 2 面 

− 123 −

3964.indd   123 2021/03/02   16:14:02



 12 

 

相談案内カード 

• 精神科、心療内科を有する病院、クリニック 402 施設に相談カードを送付した。 

• 福岡市、北九州市、私立の学校（小・中・高校等）には、下記リーフレットが出来次第配布予定であ

る。 

 

リーフレット 

• センター機能に関する誤解も多いことから、実情に合わせた利用案内に関するリーフレットを作成

中である。 

 

（案） 

    

  

 13 

8.  行政機関との連携 
 
研修体制・計画 

・教育機関や依頼のあった機関に研修を随時行なっていく。 

・相談案内カードを保健福祉（環境）事務所、精神保健福祉センター、福岡市・北九州市・私立の学校

に配布する。 

・医療連携に関する調査を行う。 

 
 
研修実施結果 

・学校関係者向けの研修会では、県担当者から福岡県、福岡市、北九州市、私学の教育担当部署に依頼

して案内を行なった。特に私学については、対象に大学、専門学校を加えてもらい、広く周知が可能

となった。 
・相談案内カードを今年度作成のリーフレットと合わせて配布予定で、協力を依頼している。 
・医療連携に関する調査は精神科・心療内科の医療機関を対象に行う予定であり、県精神科病院協会と

も連携の上、実施する予定である。 

 
 
連携会議等 
開催日 対象 内容 実施場所 

2020/7/5 

事務局 

・第1回福岡県摂食障害対策推進協議会について 

・今年度計画について 

・研修について 

・医療機関の実態調査について 

・相談カード送付 

（電話協議） 

2020/9/3 

・顔合わせ 
・協議会について 
・講演会の開催について 
・医療連携調査について 

県庁健康増進課

執務室 

2020/11/12 

・出張講習先について 
・研修会について 
・相談カード配布について 
・リーフレット進捗状況について 

（電話協議） 

2021/1/25 
・担当者交代について 
・相談案内カード配布時期について 
・医療連携調査実施について 

（電話協議） 
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9. その他の活動 
実施体制・計画 

福岡県の指標 
① 支援センターへの相談件数（相談者の属性・相談内容・相談方法別） 
② 支援センターにおける患者数：性・年齢別、疾病の属性別、外来・入院別 
③ 支援センターにおける治療期間（治療終了、治療中、治療中断別） 
    治療中の患者の 2021 年 3 月 31 日までの平均治療期間 
    治療中断した患者の平均治療期間 
    治療終了した患者の平均治療期間 
④ 支援センターにおける受診後の患者の経過 

定期通院をしている患者の割合 
    １回の受診のみの患者の割合 
    他院へ紹介した患者の割合 
    中断した患者の割合 
⑤ 研修した医療機関受講者数 
    医療機関における受講者数・理解度 

 

実施結果 

① P4-7 「4.相談支援」参照。 
② ③ ④ 
・センターに相談後、九州大学病院心療内科を受診した患者は減少している。 
・BMI15kg/m2未満の最重度の神経性やせ症の受診数が最も多かった。 
⑤ P9 「6.研修」参照。 

 

センターから九州大学病院を紹介受診した患者数    （2020/4〜11） 11 名 
 
性別                        外来・入院別 

 

 

 
 

 

疾患 
 
 
 
 
 

 

外来 8 名 

入院のみ 0 名 

外来・入院 3 名 

女性 11 名 

男性 0 名 

AN-R 6 名 

AN-BP 2 名 

BN 2 名 

その他 1 名 
AN-R

AN-BP

BN

その他 疾患別

 15 

年齢別 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BMI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
紹介の割合 

 

  

10-19 歳 7 名 

20-29 歳 1 名 

30-39 歳 1 名 

40-49 歳 2 名 

50-59 歳 0 名 

< 11.5 0 名 

< 13 3 名 

< 15 2 名 

< 16 2 名 

< 17 0 名 

< 18.5 2 名 

< 25 2 名 

治療状態 患者数 割合 平均治療期間 標準偏差 最小 最大 

治療中 6 名 54.5％ 130.2 日 50.5 68 日 197 日 

治療中断 5 名 45.5％ 27.6 日 46.1 1 日 119 日 

他院へ紹介 0 名 -％ -日 - -日 -日 

（1 回のみ受診） 2 名 18.2％ - - - - 

計 11 名 - 83.5 日 70.4 1 日 197 日 

 九大初診患者数 センターが 
関わった人数 

センター 
関連の割合 

2015 年度 
（2016/1-3） 35 名 10 名 28.6％ 

2016 年度 128 名 33 名 25.8％ 

2017 年度 148 名 34 名 23.0％ 

2018 年度 105 名 35 名 33.3％ 

2019 年度 95 名 31 名 32.6％ 

2020 年度 
（2020/4-11） 54 名 11 名 20.4％ 
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< 11.5 0 名 

< 13 3 名 

< 15 2 名 

< 16 2 名 

< 17 0 名 

< 18.5 2 名 

< 25 2 名 

治療状態 患者数 割合 平均治療期間 標準偏差 最小 最大 

治療中 6 名 54.5％ 130.2 日 50.5 68 日 197 日 

治療中断 5 名 45.5％ 27.6 日 46.1 1 日 119 日 

他院へ紹介 0 名 -％ -日 - -日 -日 

（1 回のみ受診） 2 名 18.2％ - - - - 

計 11 名 - 83.5 日 70.4 1 日 197 日 

 九大初診患者数 センターが 
関わった人数 

センター 
関連の割合 

2015 年度 
（2016/1-3） 35 名 10 名 28.6％ 

2016 年度 128 名 33 名 25.8％ 

2017 年度 148 名 34 名 23.0％ 

2018 年度 105 名 35 名 33.3％ 

2019 年度 95 名 31 名 32.6％ 

2020 年度 
（2020/4-11） 54 名 11 名 20.4％ 
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10.  考察 
 
相談支援における相談者数は自粛期間中に極端に減少し、自粛期間終了後に相談者が増加するといっ

た例年とは異なる推移がみられた。相談件数は例年通りである。年齢別で見ると相談対象者、九州大学

病院受診者共に 10 代の割合の増加が本年度は特に目立った。新型コロナウイルス感染拡大に伴う自粛

期間中に発症・増悪した若年者の相談が多い傾向が観察された。 
 出張講習を行った医療機関へのアンケート（昨年度実施）では、摂食障害を診ることができる医療機

関として紹介して良いとする医療機関は 5 施設、今後の連携が進めば摂食障害の診療を行うことは可能

と答えた医療機関が 9 施設あることが判明し、出張講習は診療可能医療機関の増加に対して一定の効果

があることが考えられた。出張講習はきわめて重要と考えられるが、本年度は新型コロナウイルス感染

拡大のためオンラインでの開催を余儀なくされ、実際の医療関係者との対話が十分に出来ない状態が続

いている。 
 本年度は、事業への新型コロナウイルス感染拡大の影響も大きく、出張講習や公開講座などの実施は

大きく制限される状態が続いたことは予想外の展開であった。年度後半にかけては、オンライン環境も

整い活動を再開したが、参加者との対話などには限界が生じている。 
新型コロナウイルスの感染拡大は事業のみならず、摂食障害の発症や病態に大きく影響していることが

本年度の結果からも推察され、患者および家族へのサポート体制の継続が重要と考えられた。 
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